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令和元年９月５日 開会 

令和元年９月25日 閉会 

  （定例第４回） 



南部町告示第56号

令和元年第４回南部町議会定例会を次のとおり招集する。

令和元年８月19日

南部町長 陶 山 清 孝

記

１．期 日 令和元年９月５日

２．場 所 南部町議会議場

○開会日に応招した議員

加 藤 学君 荊 尾 芳 之君

滝 山 克 己君 長 束 博 信君

白 川 立 真君 三 鴨 義 文君

仲 田 司 朗君 板 井 隆君

景 山 浩君 細 田 元 教君

井 田 章 雄君 亀 尾 共 三君

真 壁 容 子君 秦 伊知郎君

○応招しなかった議員

な し
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令和元年 第４回（定例）南 部 町 議 会 会 議 録（第１日）

令和元年９月５日（木曜日）

議事日程（第１号）

令和元年９月５日 午後１時開会

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 議事日程の宣告

日程第４ 諸般の報告

日程第５ 報告第２号 平成30年度決算に基づく健全化判断比率について

日程第６ 報告第３号 平成30年度決算に基づく資金不足比率について

日程第７ 報告第４号 法人の経営状況について

日程第８ 議案第46号 平成30年度南部町一般会計歳入歳出決算の認定について

日程第９ 議案第47号 平成30年度南部町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

日程第10 議案第48号 平成30年度南部町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第11 議案第49号 平成30年度南部町墓苑事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第12 議案第50号 平成30年度南部町住宅資金貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

日程第13 議案第51号 平成30年度南部町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

日程第14 議案第52号 平成30年度南部町浄化槽整備事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第15 議案第53号 平成30年度南部町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第16 議案第54号 平成30年度南部町太陽光発電事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第17 議案第55号 平成30年度南部町水道事業会計決算の認定について

日程第18 議案第56号 平成30年度南部町病院事業会計決算の認定について

日程第19 議案第57号 平成30年度南部町在宅生活支援事業会計決算の認定について

日程第20 議案第58号 南部町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部改正について
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日程第21 議案第59号 南部町税条例の一部改正について

日程第22 議案第60号 南部町印鑑条例の一部改正について

日程第23 議案第61号 令和元年度南部町一般会計補正予算（第２号）

日程第24 議案第62号 令和元年度南部町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）

日程第25 議案第63号 令和元年度南部町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）

日程第26 議案第64号 令和元年度南部町病院事業会計補正予算（第２号）

日程第27 議案第65号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について

日程第28 議案に対する質疑

本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員の指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 議事日程の宣告

日程第４ 諸般の報告

日程第５ 報告第２号 平成30年度決算に基づく健全化判断比率について

日程第６ 報告第３号 平成30年度決算に基づく資金不足比率について

日程第７ 報告第４号 法人の経営状況について

日程第８ 議案第46号 平成30年度南部町一般会計歳入歳出決算の認定について

日程第９ 議案第47号 平成30年度南部町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

日程第10 議案第48号 平成30年度南部町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第11 議案第49号 平成30年度南部町墓苑事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第12 議案第50号 平成30年度南部町住宅資金貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

日程第13 議案第51号 平成30年度南部町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定につい

て

日程第14 議案第52号 平成30年度南部町浄化槽整備事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第15 議案第53号 平成30年度南部町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第16 議案第54号 平成30年度南部町太陽光発電事業特別会計歳入歳出決算の認定について

日程第17 議案第55号 平成30年度南部町水道事業会計決算の認定について
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日程第18 議案第56号 平成30年度南部町病院事業会計決算の認定について

日程第19 議案第57号 平成30年度南部町在宅生活支援事業会計決算の認定について

日程第20 議案第58号 南部町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部改正について

日程第21 議案第59号 南部町税条例の一部改正について

日程第22 議案第60号 南部町印鑑条例の一部改正について

日程第23 議案第61号 令和元年度南部町一般会計補正予算（第２号）

日程第24 議案第62号 令和元年度南部町農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）

日程第25 議案第63号 令和元年度南部町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）

日程第26 議案第64号 令和元年度南部町病院事業会計補正予算（第２号）

日程第27 議案第65号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について

出席議員（14名）

１番 加 藤 学君 ２番 荊 尾 芳 之君

３番 滝 山 克 己君 ４番 長 束 博 信君

５番 白 川 立 真君 ６番 三 鴨 義 文君

７番 仲 田 司 朗君 ８番 板 井 隆君

９番 景 山 浩君 10番 細 田 元 教君

11番 井 田 章 雄君 12番 亀 尾 共 三君

13番 真 壁 容 子君 14番 秦 伊知郎君

欠席議員（なし）

欠 員（なし）

事務局出席職員職氏名

局長 藤 原 宰君 書記 橋 田 和 美君

書記 石 賀 俊 彰君

書記 杉 谷 元 宏君
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説明のため出席した者の職氏名

町長 陶 山 清 孝君 副町長 松 田 繁君

教育長 福 田 範 史君 病院事業管理者 林 原 敏 夫君

総務課長 大 塚 壮君 総務課課長補佐 加 納 諭 史君

企画政策課長 田 村 誠君 企画監 本 池 彰君

防災監 田 中 光 弘君 税務課長 伊 藤 真君

町民生活課長 岩 田 典 弘君 子育て支援課長 吾 郷 あきこ君

教育次長 安 達 嘉 也君 人権・社会教育課長 角 田 有希子君

病院事務部長 中 前 三紀夫君 健康福祉課長 糸 田 由 起君

福祉事務所長 岡 田 光 政君 建設課長 田 子 勝 利君

産業課長 芝 田 卓 巳君 監査委員 仲 田 和 男君

議長挨拶

○議長（秦 伊知郎君） 開会に先立ち、一言御挨拶を申し上げます。

令和元年９月定例会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。

さて、朝晩秋の気配が感じられるようになりました。しかしながら、まだまだ残暑厳しい毎日

が続いております。町民の皆様方におかれましては、くれぐれも体調管理、健康管理に御留意さ

れ、御自愛なされますことを御祈念申し上げます。

議員各位におかれましては、精力的に日常の活動をいただいておりますことに心より感謝をす

る次第であります。

先月８月には大型の台風１０号が発生し、西日本を中心に大きな被害をもたらしました。幸い

にも本町では被害はなく、胸をなでおろしたところでございます。９月、１０月と、まだまだ多

くの台風が発生する時期でもあります。常日ごろからの災害への備えの大切さを肝に銘じておき

たいと思います。

さて、本定例会におきましては、平成３０年度一般会計、特別会計の決算認定、令和元年度一

般会計補正予算、条例等につきまして御審議いただく予定となっております。

後ほど町長から議案の内容についての説明がございます。議会といたしましては、町民の要望

に応えるべく提出されています諸議案に対しまして慎重なる審議をいただき、適正かつ妥当な議

決に達することをお願い申し上げ、御挨拶といたします。
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町長挨拶

○町長（陶山 清孝君） ９月定例議会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。

議員各位におかれましては、令和元年第４回南部町議会定例会を招集しましたところ、御出席

いただき開催できますことを御礼申し上げます。

韓国と日本の関係が戦後最悪の状況にあります。そんな悪化した日韓関係の中で、９月３日に

平井伸治鳥取県知事や県の訪問団が韓国・江原道の崔文洵知事と会談され、地方レベルの交流の

継続を誓い合った意義は大変大きいと考えます。厳しい国家間の環境の中で、両知事の英断に南

部町長として敬意を表するものです。

さて、皆様御存じのとおり、南部町と南部町国際交流協会とは、この韓国・江原道春川にある

ハンリム大学とのホームステイ交流事業を２４年間にわたって続けています。この事業では２１

８人の学生が南部町に滞在し、日本の田舎の文化、そして南部町民の人情に触れてきました。

この草の根の交流を礎に、去る７月に韓国ハンリム大学とのインターンシップ協定を結び、今

月から南部町が現在４年生のイ・ソラさんを迎えることになっています。当初、韓国で新学期が

始まる９月２日に着任の予定でしたが、公文書の送付に使った国際郵便の不測の遅延のため、９

日以降に延期となりました。彼女はこれから１年間、ハンリム大学の学生として南部町役場で仕

事をしながら単位を取得していきます。

日韓関係は現在、徴用工訴訟問題、日本による対韓輸出規制、韓国による軍事情報包括保護協

定破棄とエスカレートしており、両国政府ともまさに着地点を見失っているように感じています。

これまでの長い歴史的関係も、隣国である地理的環境も変わることはない両国の関係です。この

ようなときだからこそ官民ともに未来志向で交流を重ね、国と国との関係の一刻も早い雪解けを

待ちたいと思います。

イ・ソラさんは、企画政策課の職員として、韓国の若者目線で南部町の魅力を情報発信してい

きます。また、国際交流の視点から、町民の皆様との交流活動も参加いたしますので、町民の皆

様には温かく見守っていただきますようお願いいたします。

次に、６月議会以降の消防団の出動でございますが、８月１０日に武信で野焼きの広がりによ

り２８名が出動しておりますが、幸いにもけが人等の発生はありませんでした。町民の皆様には

改めて火の取り扱いには十分注意を払っていただきますようお願いいたします。

次に、人口動態について御報告いたします。６月１日から８月末までの間に出生された方は１

８人、お亡くなりになった方は３６人でございました。誕生された子供たちの健やかな成長を御

祈念いたしますとともに、お亡くなりになられた皆様の御冥福をお祈りいたします。８月末現在
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の南部町の人口は、１万８０６人でございました。高齢化率は３６．２８％となっています。こ

れを前年同期と比較しますと、前年人口は１万９３４人で、１２８人の減、前年高齢化率は３５．

５６％でございましたので、０．７２％の増加、出生数では前年同期と比較して６人の減でござ

います。

本定例会におきましては、平成３０年度決算、令和元年度一般会計補正予算など２０議案を提

案させていただきます。全議案とも町政の推進には必要不可欠なものばかりでございますので、

全議案とも御賛同いただき御承認を賜りますようお願いを申し上げ、開会の御挨拶といたします。

どうぞよろしくお願いいたします。

午後１時００分開会

○議長（秦 伊知郎君） ただいまの出席議員数は１４人です。地方自治法第１１３条の規定によ

る定足数に達しておりますので、令和元年第４回南部町議会定例会を開会いたします。

直ちに本日の会議を開きます。

・ ・

日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（秦 伊知郎君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、次の２人を指名いたします。

１番、加藤学君、２番、荊尾芳之君。

・ ・

日程第２ 会期の決定

○議長（秦 伊知郎君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。今期定例会の会期は、２１日間としたいと思います。これに御異議ありま

せんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（秦 伊知郎君） 御異議なしと認めます。よって、会期は、２１日間と決定いたしました。

・ ・

日程第３ 議事日程の宣告

○議長（秦 伊知郎君） 日程第３、議事日程の宣告を行います。

本日の議事日程は、お手元に配付の日程表のとおりであります。

・ ・
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日程第４ 諸般の報告

○議長（秦 伊知郎君） 日程第４、諸般の報告を行います。

初めに、議長より報告をいたします。

西部町村議会議長会臨時総会並びに連絡会は、令和元年６月２５日、西部町村会事務局にて開

催されました。

議題は、報告事項として、平成３０年度議長会事業報告について、議案として、平成３０年度

決算の認定について、令和元年度補正予算、鳥取県町村議会議長会役員候補者の選任について、

西部町村議会役員選挙についてが提案され、審査をいたしました。

県議長会の会長候補者として秦伊知郎、私が、また、監事候補に杉谷洋一大山町議長が推薦さ

れました。

西部町村議会議長会の役員には、会長に小谷博徳日野町議長、副会長に杉谷洋一大山町議長、

同じく副会長に幸本元伯耆町議長、監事に山本芳昭日南町議長、同じく監事に井藤稔日吉津村議

長が選任されました。なお、西部の会長は県議長会の理事に就任いたします。

議案については全会一致で認定、また、可決としています。

次に、鳥取県町村議会議長会定期総会は、令和元年７月８日に米子ワシントンホテルプラザに

て開催されました。

川上会長挨拶、新議長紹介の後、議事の審査に入りました。

まず、会務報告がなされ、議案として、平成３０年度歳入歳出決算の認定についてを審議いた

しました。歳入は２，５５６万４，５７１円、歳出は２，４４６万１，６１４円であります。資

料は事務局に閲覧に付してありますので、ごらんになっていただきたいと思います。全員一致で

認定すべきと決しています。

次に、任期満了に伴い、役員の改選が提案されました。会長に南部町議会議長、秦伊知郎、副

会長に八頭町議会、谷本正敏議長、監事に琴浦町議会、小椋正和議長、同じく監事に大山町議会

杉谷洋一議長、以上が新役員に決定いたしました。なお、理事には、東部、中部、西部の議長会

の会長が就任されています。

次に、全国森林環境税創設促進議員連盟第２６回定期総会についてであります。

令和元年７月１８日、和歌山県田辺市にて開催されました。

板垣会長、開会の挨拶、真砂田辺市長、歓迎の挨拶、来賓祝辞の後、議事の審査に入りました。

議事は、議案第１号、平成３０年度事業経過報告、議案第２号、平成３０年度決算報告、議案

第３号、全国森林環境税創設促進議員連盟の解散について、議案第４号、令和元年度事業計画
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（案）、議案第５号、令和元年度予算（案）についてが提案されました。

議案第３号の連盟の解散でありますが、平成３１年３月２７日に森林環境税及び森林環境譲与

税に関する法律の法案が成立し、同２９日に公布されたことをもって本議員連盟の活動目的が達

成されたとし、ことしの１１月を予定として解散するとの説明でありました。

全議案とも全員一致で可決されました。

記念講演は、真砂田辺市長の「森林環境税への期待」との演題での講演でありました。

次に、西部町村議会議長会行政調査研修会は、８月の２６日から２８日の日程で、富山県朝日

町、長野県飯綱町を訪問いたしました。

朝日町は、町の総面積が２２７．４１平方キロメートル、うち９０％が山地、人口が１万２，

２９４人であります。

「夢と希望が持てるまちづくり」の実現に向けて～活気や魅力を維持し、持続可能な発展を遂

げる町に～」を目指し、次の点をテーマにまちづくりをしておられます。「消滅可能性都市のレ

ッテルが意識の変革に ―人口減少に立ち向かう―」、「子育て応援日本一のまち ―朝日町で

育てる―」、「移住・定住・交流で賑わうまち ―朝日町で暮らす―」、「生涯健康で活躍でき

るまち ―朝日町で働く―」、「あさひまちバス（公共交通）―対前年同月比増６３ヶ月連続達

成―」がなされています。「町民が主役のまち ―点と点を「線」に、線と線を「面」に―」掲

げ、まちづくりを推進しておられます。

次に、長野県飯綱町でありますが、「議会力を向上させ、町長と切磋琢磨する議会へ」を目標

にまちづくりを実践されています。

そして、町民が求める議会像を次の６点に集約されています。住民に開かれた議会、町長と切

磋琢磨する議会、活発な討論が展開される議会、住民の声を行政に反映する努力を貫ける議会、

住民自治発展の推進力となれる議会、政策提言のできる議会。

議会改革の目指す道として、追認機関から脱し、議会の権限と役割、責任を果たすこと。２番

目に、「チーム議会」として政策力を向上させ、住民福祉の向上へ町長と善政競争を進めること。

３番目に、議会への住民参加を広げ、住民の自治意識を高め、議会を「見える化」すること。と

のことでありました。

全国から視察が１７０議会、高い評価を受けている議会であり、有意義な視察でありました。

資料は事務局に閲覧に付してありますので、ごらんになっていただきたいと思います。

次に、議員からの報告を受けます。

西部町村議会正副議長・局長合同研修会、井田章雄副議長、よろしくお願いいたします。
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井田章雄君。

○副議長（井田 章雄君） １１番、井田でございます。報告いたします。

令和元年７月２２日午後より、日吉津村役場大会議室において、西部町村議会正副議長・局長

合同研修会が開催され、南部町議会も出席いたしました。

研修会は、事例研究として、議会の運営の諸問題について各議会から提出していただき、その

事柄についてそれぞれ各議会より回答意見を出し合い、その後、鳥取県町村議会議長会主幹の谷

口玲子氏に助言を受けたところでございます。

研修会終了後、現地調査として、国登録有形文化財である蚊屋島神社、複合施設であるヴィレ

ステひえづを視察したところでございます。以上、報告といたします。

○議長（秦 伊知郎君） 続いて、西部町村議会議員研修会、井田章雄君、お願いいたします。

井田章雄君。

○副議長（井田 章雄君） １１番、井田でございます。報告いたします。

令和元年８月３０日、南部町天萬庁舎まんてんホールにおきまして、西部町村議会議員研修会

が行われ、南部町議会としても出席をしたところでございます。

研修内容でございますが、講師に大津市議会局次長、清水克士氏をお迎えして、演題として

「災害時に議会は何をすべきか」という内容について研修を受けたところでございます。

研修終了後、朝鍋ダム親水公園多目的広場におきまして、各西部地区の町村議員が約８０名近

くだったと思いますが、親睦、グラウンドゴルフ大会を行いまして解散したところでございます。

以上、報告といたします。

○議長（秦 伊知郎君） 続いて、南部町議会地方行政調査、仲田司朗君、よろしくお願いいたし

ます。

仲田司朗君。

○地方行政調査特別委員会委員長（仲田 司朗君） ７番、仲田でございます。地方行政調査特別

委員会の報告を申し上げます。

令和元年７月３日から５日まで行政調査を行いましたので、報告いたします。

ことしの行政調査は、東日本大震災から９年が経過した福島県浪江町と宮城県南三陸町の２町

を調査いたしました。

原発事故の影響で立ち入りが制限されていた地域の一部解除による復興の姿を、福島県浪江町

の取り組みと、そして２０メートルを超える津波で消失した港町の地盤をかさ上げし、復興を目

指す宮城県南三陸町の取り組みについて報告を受けました。
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福島県浪江町では、東京電力福島原発の事故発生後、６年後の平成２９年３月３１日に一部地

域への立ち入りが解除されてから町民の帰還が始まりましたけれども、震災前の人口２万１，４

３４人であったのが、ことしの５月３１日現在１，０５１人となっている。人が帰れない、住居

があっても住めない状況が継続している中で、必死に復興に取り組んでいる姿を、現地を確認い

たしました。

また、宮城県南三陸町では、津波にのみ込まれた最後の一瞬まで避難放送し続けた防災センタ

ー職員の遠藤さんの声が聞こえてくるような南三陸町でございますけども、山を削り海岸地区の

平地を１０メートルもかさ上げし、海岸線も高い防波堤がどんどん建設されていました。平成２

９年９月３０日に役場庁舎は完成し、継続的に復興計画が進んでいるのを確認いたした次第でご

ざいます。

以上、地方行政調査の報告を終わります。

○議長（秦 伊知郎君） 続いて、民生教育常任委員会行政調査について、長束博信君、よろしく

お願いします。

長束博信君。

○民生教育常任委員会委員長（長束 博信君） ４番、長束博信です。２０１９年度民生教育常任

委員会の行政調査報告をいたします。

去る８月９日、「子どもの貧困対策～子どもの居場所づくりの推進～」をテーマに、県内で先

進的取り組みを実施している東部の八頭郡智頭町へ民生教育委員７名のうち、業務上参加できな

い２名を除く５名で参加いたしました。

当日は、智頭町議会副議長が同席される中、福祉事務所の担当者２名による詳細な説明を受け

ました。子ども食堂は、どうしても都合が合わず残念ですが視察見学等はできませんでした。

調査内容について概略を以下に報告いたします。

１つ、智頭町での取り組みは福祉事務所が担当し、スタッフは正規職員６名、そのうち４名が

社会福祉士の資格を持ち対応しておられます。

２つ、そもそも子どもの居場所づくり推進事業は、平成２７年度から始めた生活困窮者世帯等

の子ども学習支援から始まっています。新小学１年生のときに保健師からの情報、これは健康診

断等で課題がある児童の情報ですが、これを共有し、家庭個別訪問、これは福祉事務所と教育委

員会が出向くということですが、これを行い、学習支援を１年生から３年生まで週１回、火曜日

の１６時１５分から１８時までを実施しています。学習支援の前に、おにぎり、みそ汁の補食が

あります。
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３、この学習支援での会話を通じ、困っていることを声に出せない子供の居場所が必要なこと

の課題把握ができた。

４、子供の居場所づくりとして、共働きやひとり親家庭などによる食生活の乱れや孤食傾向が

あることから、平成３０年１月から子ども食堂の実施の運びとなった。これは週１回で水曜日に、

放課後から１９時３０分まで実施しています。平均で４０食程度の利用で、多いときは５０食を

超えるときもある。幼児、小・中・高、そして大人もと、さまざまな家庭構成の方が利用してい

ます。ちなみに、土曜日は教育委員会による育カフェの実施となっています。

今回、行政調査を実施した結果、智頭町においては食事をすることだけでなく、子供たちから

得た情報で家庭生活の困り事等にも目を当て、そして介入していくことで町民への多くの支援に

つながっていることが判明しました。事業を行う行政組織と関連する行政連携のあり方やスタッ

フの構成など大変勉強になり、我が南部町においても見習うべきものがありました。今後の議会

活動、委員会活動の参考にしたいと考えます。なお、この行政調査に先立ち、当南部町の法勝寺

児童館の子ども食堂を７月２６日に事前調査した上で実施したことを申し添えます。

以上、民生教育常任委員会行政調査報告といたします。

○議長（秦 伊知郎君） 続いて、鳥取県町村議会広報研修会、荊尾芳之君、お願いいたします。

荊尾芳之君。

○広報常任委員会委員長（荊尾 芳之君） ２番、荊尾芳之です。去る８月７日に、三朝町の渓泉

閣で開催されました令和元年度鳥取県町村議会広報研修会に広報常任委員会として出席しました

ので、報告いたします。

第１は、「効果的な議会広報紙の作り方」と題して、新日本海新聞社取締役専務執行役員の田

中仁成氏から講義をいただきました。内容を要約しますと、１、訴えたいポイントは何か。伝え

たいポイントを明確化する、広報すべき要素は何かということをまず第一に考えることが重要で

ある。２、伝えたい相手は誰か、年齢層はどこかターゲットを絞る、つまり情報の精査が重要で

ある。３、広報文の基本序列は、１にリード、前文のことで全体の中身を要約したもの、つまり

はリードが結論のことで最重要である。２に背景と目的が来ます。３に内容の詳細について説明

をし、４にコメントを入れる。５番目は、補足情報があれば入れるということです。以上から、

文末に進むに従い、削除しても意味が通じるように書くことが広報紙のつくり方の基本であると

いう講義の内容でした。

第２に、「広報文章のパターン・見出しの役割と付け方」と題して、鳥取県広報連絡協議会事

務局長で「とっとりＮＯＷ」の編集長、西村裕子氏から講義をいただきました。読み手の興味を
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引く、おやっと思う、目にとめてもらう見出しのつけ方が大切であると話されました。目立つこ

と、演出すること、つまりは笑わせるような工夫をする、これらが本文を読んでもらうための、

いかに読者の目を引く見出しかということが重要だと、講義の内容でした。

第３は、広報紙のクリニックが行われました。それぞれの町村議会が発行している議会広報に

ついて、よいところ、修正をしたほうがもっと伝わるところ、実際に指摘をされました。

このように今回の広報の研修会で学んだところを生かして、今後の議会広報紙づくりに取り入

れていきたいと思います。議会広報の持つ意義、目的を再認識して、南部町議会広報づくりを進

めていきたいと考えます。これからも町民の皆様に読んでいただける広報を目指していきたいと

考えます。

以上、令和元年度鳥取県町村議会広報研修会の報告といたします。

○議長（秦 伊知郎君） 次に、南部箕蚊屋広域連合議会定例会、景山浩君、お願いいたします。

景山浩君。

○南部箕蚊屋広域連合議会議員（景山 浩君） 景山です。南部箕蚊屋広域連合７月臨時会、８

月定例会の報告をいたします。

去る７月１７日、第２回臨時会が開催されました。

臨時会では、日吉津村議会議員の改選に伴い、松田議員、井藤議員が日吉津村から選出をされ

ました。

議員構成は選挙の結果、副議長に日吉津村の井藤議員が就任されました。

定例会は８月２９日に開催され、平成３０年度一般会計決算、介護保険事業特別会計決算並び

に令和元年度一般会計補正予算、介護保険事業特別会計補正予算が提案されました。

平成３０年度一般会計決算は、歳入総額５億１，０５１万３，０００円、歳出総額５億８００

万７，０００円で、歳入歳出差し引き額は２５０万６，０００円でした。このうち繰越明許費繰

越額は４６万５，０００円で、実質収支額は２０４万１，０００円でした。前年度と比較して、

歳入は４３１万８，０００円、０．８％の減、歳出は４２７万４，０００円、０．８％の減でし

た。

平成３０年度は、歳入、歳出ともに前年度精算に伴う町村負担金の返還に伴う費用と町村派遣

職員の給与等負担金が減ったことにより、全体では前年度と比べ減となっております。

介護保険事業特別会計決算は、歳入総額３０億６，８５５万円、歳出総額２９億６，９７４万

５，０００円で、歳入歳出差し引き額は９，８８０万５，０００円でした。前年度と比較して、

歳入は４，１２２万２，０００円、１．４％の増、歳出は４，６４０万４，０００円、１．６％
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の増でした。

保険給付費は２７億６，９２３万６，０００円と、前年度と比較して３，２９４万円、１．２

％の増となりましたが、計画値に対しては９７．８％の執行でした。

令和元年度補正予算は、一般会計では、歳入歳出それぞれ１，３１０万９，０００円増額し、

歳入歳出総額は５億３，４１０万９，０００円となりました。介護保険事業特別会計では、歳入

歳出それぞれ８，６８６万６，０００円増額し、歳入歳出総額は３０億６，７８６万６，０００

円となりました。一般会計、特別会計とも、平成３０年度決算に基づく補正が主なものでした。

決算については総務民生常任委員会に付託、審査された結果、本会議で認定され、補正予算も

可決されました。

以上、南部箕蚊屋広域連合議会の報告といたします。

○議長（秦 伊知郎君） 続いて、南部町・伯耆町清掃施設管理組合議会定例会、加藤学君、お願

いいたします。

加藤学君。

○南部町・伯耆町清掃施設管理組合議会議員（加藤 学君） １番、加藤学です。南部町・伯耆

町清掃施設管理組合議会定例会の報告を行います。

去る８月２２日、南部町・伯耆町清掃施設管理組合議会定例会が開催されました。

定例会に提出された議案は２議案です。平成３０年度歳入歳出決算認定及び令和元年度補正予

算（第１号）です。

平成３０年度決算認定につきましては、歳入総額８億３，２３７万６，８４６円、歳出総額８

億２，４３０万９，６６５円で、歳入歳出差し引き額８０６万７，１８１円、実質収支額も同額

の８０６万７，１８１円でした。

歳入における負担金額は、南部町２億９，４６８万５９１円、伯耆町２億６，７３６万６，４

１１円で、合計５億６，２０４万７，００２円でありました。このうち基幹的設備改良工事にか

かわる特別負担金が両町それぞれ２億２，４１９万１円ずつ含まれております。２７年度から３

０年度まで行った基幹的設備改良事業の報告もあわせて行われ、総事業経費７億３，２３５万３，

８２９円、二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金２億２，４９５万８，０００円、両町からの特

別負担金５億７３５万９，８２９円との報告も受けました。

ごみの搬入量については個人の直接搬入を週２回にしたことにより、個人直接搬入量は１２９

トン減少したものの、収集量は５トン増加し、事業所からの直接搬入量は３６トン減少したため、

全体で１６０トン減少し、年間では３，３３０．７トン処理しております。
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ここ数年、搬入量全体は減少傾向にありますが、要因として、人口減だけではなく、家庭から

排出されるごみが軽くなったことも上げられています。ごみが軽くなったということは、生ごみ

が減ったというふうに考えられますが、このことは炉内が高温になりやすく、炉を傷める原因に

つながるということにもなります。紙、衣類など高温の原因になるものの分別、減量化に積極的

に取り組み、今後もさらなるごみの分別、減量化に向けた対策を２町で連携をとりながら進めて

いくことが求められます。この平成３０年度歳入歳出決算認定については、全会一致で原案のと

おり認定されました。

令和元年度補正予算につきましては、歳入では前年度繰越金を増額し、歳出においては償還金

利子及び割引料として前年度繰越金を平成３０年度の負担率に応じて案分した金額を２町にそれ

ぞれ返還するものでした。あわせて修繕料の補正であり、補正額は歳入歳出それぞれ８０６万６，

０００円を増額し、歳入歳出の予算総額を２億３０６万６，０００円とするものでありました。

この令和元年度補正予算については、全会一致で可決されたところです。

なお、議案書は事務局に提出しておりますので、閲覧のほど、よろしくお願いします。

以上、南部町・伯耆町清掃施設管理組合議会報告といたします。

○議長（秦 伊知郎君） 続いて、南部町・伯耆町清掃施設管理組合議会行政調査、加藤学君、よ

ろしくお願いします。

加藤学君。

○南部町・伯耆町清掃施設管理組合議会議員（加藤 学君） １番、加藤学です。南部町・伯耆

町清掃施設管理組合議会視察報告を行います。

去る６月２６日から２８日の日程で、南部町・伯耆町清掃施設管理組合による行政視察研修が

行われました。

１カ所目は、北海道富良野市にある富良野市生涯学習センターに行き、富良野市で取り組まれ

ている廃棄物の処理及びリサイクル事業の概要を聞きました。中でも「燃やさない・埋めない」

を基本理念として１４種類の分別をされており、資源化率９０％以上ということに驚きます。分

別しやすくするよう、１４種類中７種類は専用のごみ袋を作成するなどとても工夫されておりま

す。

２カ所目は、富良野市リサイクルセンター固形燃料化施設を見学しました。こちらは１４種類

の中の固形燃料ごみ、いわゆる生ごみ以外の可燃ごみを回収し、分別・成型を行い、固形燃料に

リサイクルする施設で、外には枝、草などが山積みになっており、草は２年から３年で堆肥化し、

無償で住民に提供したり、枝は民間業者に引き渡し、粉砕後、製紙工場で再生利用するなどいろ
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いろな取り組みをされていました。近年では新たな取り組みとして、今まで焼却処理していた衛

生用品、使い捨ておむつなどを伯耆町が導入している固形燃料設備を導入し、こちらも固形燃料

としてリサイクルされておられます。

３カ所目は、生ごみとし尿・浄化槽汚泥を処理する富良野地区環境衛生センターへ見学に参り

ました。こちらでは生ごみを堆肥化設備により堆肥にして、地元農協などと価格を合わせるなど

協力を行い、農地還元、家庭菜園などで利用されるようにしていることです。生ごみ用のごみ袋

は、トウモロコシ原料をもとにした土に戻るものであり、堆肥化することに大変工夫をされてお

られました。分別しなければただのごみ、分別すれば資源になる、このことが実感された視察研

修でありました。

以上、南部町・伯耆町清掃施設管理組合視察研修の報告とさせていただきます。以上です。

○議長（秦 伊知郎君） 次に、市町村議会議員研修、「地方財政制度の基本と自治体財政」につ

いて、仲田司朗君、よろしくお願いします。

仲田司朗君。

○議員（７番 仲田 司朗君） ７番、仲田司朗でございます。市町村議会議員研修を報告します。

令和元年８月１９日から２１日の３日間、滋賀県大津市にある全国市町村国際文化研修所にて

開催され、令和元年度市町村議会議員研修「地方財政制度の基本と自治体財政」のテーマで研修

を受けました。受講者は、北は北海道の函館市から南は沖縄県の読谷村の６３名の参加でした。

研修内容について、講義は、関西学院大学大学院の経済学研究科・人間福祉学部教授の小西砂

千夫氏の「地方財政制度の基本」と「地方財政のよくある質問」と題し、臨時財政対策債は本当

に確実に償還できるか、社会保障給付費を交付税は支え切れるか、経常収支比率は８０％が適当

かについて講義を受けました。

また、公益財団法人アイヌ民族文化財団専務理事・事務局長の今井太志氏の「自治体財政診断

の考え方と手法」について講義を受け、意見交換を行いました。

両先生の講義は、地方財政制度の仕組みをもとに、各自治体の各年度の財政状況資料で学習い

たしました。

最後に、「財政健全化における川西市の取り組み」と題し、兵庫県川西市総合政策部長、松木

茂弘氏による事例紹介が行われ、演習をいたしました。

特に川西市における財政健全化への取り組みは、行政サービスを効率化し市民の方に安心して

もらえることを念頭に、やりくりをしながら取り組まれた事例の発表でしたので、とても参考に

なりました。
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なお、研修内容詳細につきましては、議会事務局にて閲覧に供しておりますのでごらんくださ

いませ。

以上のとおり研修会報告を終了いたします。

○議長（秦 伊知郎君） 以上で諸般の報告を終わります。

・ ・

日程第５ 報告第２号 及び 日程第６ 報告第３号

○議長（秦 伊知郎君） お諮りいたします。この際、日程第５、報告第２号、平成３０年度決算

に基づく健全化判断比率について及び日程第６、報告第３号、平成３０年度決算に基づく資金不

足比率についてを一括して報告を受けたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（秦 伊知郎君） 御異議なしと認めます。

町長より報告を受けます。

総務課長、大塚壮君。

○総務課長（大塚 壮君） 総務課長でございます。報告第２号から始めたいと思います。報告

第２号、平成３０年度決算に基づく健全化判断比率について。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、平成３０年度決算に基

づく健全化判断比率を次のとおり報告する。

おめくりいただきまして、報告したいと思います。平成３０年度決算に基づく健全化判断比率

報告書でございます。これにより各指標、数値の御説明を申し上げます。平成３０年度決算につ

いて算定したところ、いずれの指標についても早期健全化基準を下回っております。

実質赤字比率は、一般会計、住宅資金貸付事業特別会計及び墓苑事業特別会計を合算し、算出

いたします。また、連結実質赤字比率は、病院事業会計や水道事業会計を含む本町の全ての会計

を合算し、町全体として赤字の有無を判断するものでございます。例年同様、平成３０年度決算

におきましても両指標について赤字額は算出されませんでした。

次に、実質公債費比率、将来負担比率でございますが、これにつきましては南部町の借入金の

返済額の大きさや、町全体の負債の大きさをあらわす指標でございます。平成３０年度につきま

しては実質公債費比率１３．８％、将来負担比率３７．８％と、いずれも早期健全化基準の２５

％、３５０％を下回っており、問題ございませんでした。

続きまして、平成３０年度決算に基づく資金不足比率について御説明をいたします。報告第３

号でございます。報告第３号、平成３０年度決算に基づく資金不足比率について。
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地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、平成３０年度決算に

基づく資金不足比率を次のとおり報告いたします。

次ページをごらんください。報告書でございます。各特別会計の決算に基づき、資金不足比率

を算定した結果、全ての会計で資金不足は生じておりませんでした。したがいまして資金不足比

率も算出されず、経営健全化基準の２０％を下回っております。各会計とも健全な経営がなされ

ていることから、一般会計への影響は最小限であります。問題はございませんでした。以上、報

告を終わります。

○議長（秦 伊知郎君） これで報告第２号、平成３０年度決算に基づく健全化判断比率について

及び報告第３号、平成３０年度決算に基づく資金不足比率についてを終わります。

・ ・

日程第７ 報告第４号

○議長（秦 伊知郎君） 次に、日程第７、報告第４号、法人の経営状況についての報告を受けた

いと思います。

西伯郡南部町土地開発公社、株式会社緑水園、一般財団法人南部町農村振興公社の説明をよろ

しくお願いいたします。

企画政策課長、田村誠君。

○企画政策課長（田村 誠君） 企画政策課長です。報告第４号、法人の経営状況についてです。

地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、次の法人の経営状況を説明する資料を別添の

とおり議会に提出いたします。

私のほうからは、平成３０年度西伯郡南部町土地開発公社の経営状況を報告いたします。こち

らのほうはもう既に理事会にて承認をいただいているものでございます。

はぐっていただきまして、事業報告書を要約して説明いたします。

ミトロキリサイクルセンターにおきましては、既に平成２５年度末で残土受け入れは終了して

おります。受け入れ実績は、４７万１，７２９立米でございます。

平成３０年度についても、土地の移動や大規模な工事がなかったことを報告いたします。

ページ数で５ページをごらんください。損益計算書でございます。

事業収益についてはございません。

それから、事業総利益についてもございません。

販売費・一般管理費でマイナスの８万３８０円、それと営業外収益が２７８円、その他特別損

益はございませんので、当期純利益はマイナスの８万１０２円となります。
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続いて、１２ページをごらんください。１２ページのほうは、ここは剰余金計算書をつけてお

ります。平成２９年度末の繰越利益準備金が７９８万１１円でございます。先ほどの当期純利益

８万１０２円を差し引きますと、平成３０年度末の繰越利益準備金は７８９万９，９０９円とい

うぐあいになります。

今後も公有地の拡大の推進に関する法律を遵守いたしまして、引き続き経費節減に努め、健全

な財務運営を心がけたいというぐあいに思います。以上、報告を終わります。

○議長（秦 伊知郎君） 続いて、株式会社緑水園。

産業課長。

○産業課長（芝田 卓巳君） 失礼します。産業課から初めに株式会社緑水園のほうの経営状況を

報告いたします。

１ページ目をごらんください。平成３０年度が指定管理期間の最終年度となる区切りの年でし

たが、前期に続き、利用者及び売り上げが減少する状況となりました。売り上げは減少しました

が、経費の削減の結果、当期純利益約１８５万円となっております。

春と秋の山菜を楽しむ会は根強い人気があり、毎月１６日はいのししの日と設定し、イノシシ

料理を提供しました。

７月の西日本豪雨や９月の台風では、避難場所としての役割を果たすなど地域に貢献できた一

方で、予約のキャンセルなど営業には問題が出ました。

バンガローは５月や６月、夏場の合宿も順調でありましたが、イノシシ解体処理につきまして

産業廃棄物処理業者の事情で引き取りが停止したため、埋設処理で対応をいたしました。

次に、決算額について御説明いたします。３ページの損益計算書をごらんください。平成３０

年度の売上高は８，１２７万９，４７８円となり、これは前年比約７６２万円という大幅な売り

上げ減少となりました。法要の利用人数の減少や、客単価等が減ったこと、また、バンガローの

宿泊利用の減少などが理由として上げられます。

これに対しまして、販売費、一般管理費ですが、８，５０２万３，２９０円で、前年比約４０

０万円の削減に努められ、売上額の減少が経営に与える影響を最小限にとどめることができたた

め、１８５万４，２８８円の当期は純利益の決算となっております。

続きまして、一般財団法人南部町農村振興公社の経営状況を報告いたします。

初めに、事業報告です。１ページ目ですが、農村振興公社の主な事業は、水稲、大豆、ソバの

受託でございます。

作業量につきましては６ページに比較表を載せております。年度別に比較表をつけております。
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３０年度も２９年度、前年度とほぼ横ばいの作業量となっております。

収支のほうですが、３ページの正味財産増減計算書をごらんください。

事業収益として、農作業受委託収入は前年度とほぼ同じ７２７万５，７５０円でした。その下

の集出荷事業収入ですが、学校給食センターなどへの食材供給事業による売り上げの１０％を事

務手数料として収入していましたが、昨年６月をもって事務受託を取りやめたため、前年より３

７万８，５４３円少ない８万９，００９円となっております。

その結果、事業収益計は、前年より３９万４，９０５円少ない７３６万４，７５９円となって

おります。

また、平成３０年度はコンバインの更新を行ったため、町から補助金をいただいておりまして、

受取地方公共団体補助金が前年より３００万５，９９４円多い５３８万５，９３７円となってお

ります。

経常費用のほうですが、事業費はオペレーター人件費や機械修繕費などで昨年度より１７５万

７，８５５円少ない７３３万３，９５２円、管理費のほうは事務職員人件費などで、昨年度より

９７万２，０５９円少ない３０３万１，３６８円となり、経常費用合計として昨年度より２７２

万９，９１４円少ない１，０３６万５，３２０円となりました。

経常収益から経常費用を差し引いた当期経常増減額は、プラスで２４０万９，２９３円となっ

ております。

以上で産業課所管の法人等経営状況報告を終わります。

○議長（秦 伊知郎君） これで報告第４号、法人の経営状況についてを終わります。

・ ・

日程第８ 議案第４６号 から 日程第２７ 議案第６５号

○議長（秦 伊知郎君） お諮りいたします。この際、日程第８、議案第４６号、平成３０年度南

部町一般会計歳入歳出決算の認定についてから、日程第２７、議案第６５号、辺地に係る公共的

施設の総合整備計画の変更についてまでを一括して説明を受けたいと思いますが、これに御異議

ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（秦 伊知郎君） 御異議なしと認めます。よって、日程第８、議案第４６号から日程第２

７、議案第６５号までの提案説明をよろしくお願いいたします。

なお、説明されます方は、議案番号、議案項目について述べてから説明していただきますよう

によろしくお願いいたします。
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総務課長、大塚壮君。

○総務課長（大塚 壮君） 総務課長でございます。そういたしますと、平成３０年度の南部町

一般会計歳入歳出決算について御説明を申し上げます。

資料の確認をいたします。議案書、それから歳入歳出決算書及びＡ３判の決算資料、この３点

で説明をさせていただきたいと思います。

議案第４６号、平成３０年度南部町一般会計歳入歳出決算の認定について。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成３０年度南部町一般会計歳入歳出決算を別紙

監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものです。

そういたしますと、歳入歳出決算書１０５ページをお願いしたいと思います。１０５ページに

は実質収支に関する調書をつけております。歳入総額７５億６，９６９万７，６８８円、歳出総

額７４億７７９万９１３円で、差し引き額は１億６，１９０万６，７７５円。翌年度へ繰り越す

べき財源の５，２６７万５，４４５円を差し引いた実質収支額は、１億９２３万１，３３０円と

なりました。

続きまして、Ａ３判の資料を御用意いただきます。１ページです。上段の表の中ほどをごらん

ください。先ほど説明しました平成３０年度実質収支額から前年度の実質収支を差し引いた単年

度収支額は、５，３６５万５，５６８円の赤字となり、当該単年度収支額に財政調整基金への積

立額を加算し、財政調整基金の取り崩し額を差し引いたものに繰り上げ償還額を加算して求めた

実質単年度収支額は、５，３０４万９，７８８円の赤字となっております。

次に、収入の状況について御説明いたします。まず、先ほどの決算書にまた返っていただきま

す。申しわけございません。決算書の２ページをお開きください。

不納欠損についてです。町税につきましては、３４０万３２９円となっております。

収入未済額につきましては、町税が３，６４９万４９４円。分担金及び負担金５０６万２，８

０３円。

３ページに移ります。使用料及び手数料につきましては７５９万８，７４２円など、合計いた

しますと４，９２０万１，９２９円となっております。

またＡ３判のほうに返ります。２ページをお開きください。歳入の状況について御説明をいた

します。昨年度と比較いたしまして、増減の主なものを説明してまいりたいと思います。

まず、自主財源についてでございます。町税が前年比１３４万２，０００円増加し、９億８，

５５６万２，０００円となりました。この主な要因につきましては、固定資産税（償却資産）の

増によるものでございます。
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分担金及び負担金が１５４万８，０００円減少し、１億６５７万７，０００円となっています。

主な要因につきましては、未熟児養育医療費負担金の減、保育料、学校給食費の増によるもので

ございます。

使用料及び手数料が４０万６，０００円増加し、２，９７７万５，０００円となりました。こ

れは主に住宅使用料及びふるさと納税システム使用料の減、それから板祐生記念館使用料の増に

よるものでございます。

寄附金についてです。１，５１８万６，０００円増加し、５，６７１万１，０００円でござい

ます。これにつきましては一般寄附とがんばれふるさと寄付金の増によるものでございます。

繰入金です。１億４，３４７万２，０００円の減で、２億６，９９８万１，０００円となりま

した。これは主に太陽光発電事業特別会計からの繰入金、さくら基金からの繰入金の増、公共施

設整備基金及び地域振興基金からの繰入金を減としたことによるものでございます。

諸収入でございます。５，８３７万９，０００円増加し、１億５，６３６万２，０００円とな

りました。これは主に南部町・伯耆町清掃施設管理組合負担金の返還金などによる増額のもので

ございます。

これによりまして、自主財源比率の構成ですけれども、２４．３％、前年度比で３．１％低く

なってございます。

次に、依存財源でございます。配当割交付金が前年度対比で２５．１％、株式譲渡所得割交付

金が前年度対比で４６．１％の減となっております。反面、地方消費税交付金が前年度対比４．

０％の６９９万７，０００円の増となっております。

地方交付税です。地方交付税は２，４４４万４，０００円の減で、３３億５，１６５万円とな

りました。歳入全体の４４．３％となっておりまして、依然として大きな割合を占めているもの

でございます。

国庫支出金７，５５９万２，０００円減少し、４億９，７６０万円となりました。主な要因と

いたしましては、臨時福祉給付金等事業補助金、それから地方創生拠点整備交付金の減、いずれ

も事業完了による減少でございます。

３ページをお願いします。県支出金につきましては５億１，６６７万１，０００円の増、１０

億５，４７３万３，０００円となりました。主なものは鳥取県合板・製材生産性強化対策事業、

これは鳥取ＣＬＴの関係でございます。それから、林道災害復旧事業、畜産・酪農収益力強化総

合対策基金事業、農地集積・集約化対策事業など農林振興関係の補助金の増が上げられます。

町債についてです。７，２７０万円の増、５億４，９５０万円となりました。主なものとしま
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しては、小・中学校の空調システム整備の完了による減、増減の要因としましては、クリーンセ

ンター改良事業、複合施設整備事業、災害復旧事業等に係る起債の借り入れが上げられています。

依存財源の総額は、４億９，２９７万７，０００円の増の５７億３，４７５万３，０００円で、

構成比率は７５．７％となり、歳入全体の総額では４億３，５０８万４，０００円の増、７５億

６，９６９万７，０００円となりました。

下段にそれぞれの財源に占める構成割合をグラフにしています。地方交付税に大きく頼ってい

る財政構造が見てとれると思います。普通交付税におきましては、平成２６年度に合併の算定が

えの特例措置が終了しております。段階的に減少している現状でございます。

なお、平成の２７年から平成３１年度、令和元年度までは激変緩和措置中でございますけれど

も、令和２年度、来年度からは普通交付税は南部町一本として計算されますので、さらに歳入の

縮小は進みます。このことから、財政運営は一層厳しくなるものと予想されています。

４ページをお開きください。歳出の状況について御説明をいたします。まず、目的別の歳出状

況でございます。代表的なものを説明いたします。

総務費です。５，８８７万５，０００円の増で、１３億５，５１８万２，０００円となります。

コミュニティ助成事業１，３３０万円の減、サテライト拠点施設整備事業、賀野地区の拠点です

けれども、これの事業完了によりまして３，３５１万円の減などがあります。一方で、地方創生

関連でＪＯＣＡ連携事業６，６４０万７，０００円及び複合施設整備事業によりまして１，２４

６万９，０００円の増、コミュニティバス運行事業で１，５６６万９，０００円の増となってお

ります。

民生費です。３，９６１万９，０００円の減で、２０億７６６万３，０００円となります。公

設民営保育園運営事業では１，１６６万９，０００円、地域共生社会実現事業では３，８８０万

円、臨時福祉給付金等給付事業では３，２９７万円などが減の要因でございます。

続いて、衛生費でございます。７，３２４万９，０００円の増で、１０億３，９４７万７，０

００円でございます。塵芥処理費、クリーンセンター改修に伴う特別負担金でございますけれど

も、１億８，３５４万６，０００円の増、水道統合事業出資金１億１，５２２万８，０００円の

減などでございます。

農林水産業費につきましては、４億９，９８５万５，０００円の増の１０億９６９万１，００

０円となります。合板・製材生産性強化対策事業、鳥取ＣＬＴでございますけれども、それにつ

きましては４億４，１００万円の増、緑水園管理事業が２，１９２万９，０００円の増、林道行

者山線改良事業で１，０６８万３，０００円の増、農地中間管理機構集約協力金交付事業で１，
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６１７万６，０００円の増、畜産クラスター事業で１，６６４万５，０００円の増、農地耕作条

件改善事業では２，０９５万８，０００円の増となりました。また、６次産業化支援事業で６８

８万９，０００円の減、がんばる農家プラン事業では３２９万７，０００円の減、地籍調査事業

につきましては６５８万１，０００円の減、中山間地域等直接支払推進事業につきましては８７

５万９，０００円の減が主なものでございます。

続いて、商工費でございます。９６９万３，０００円の増で、４，１６３万４，０００円とな

りました。農泊推進事業で１，０００万円の増、観光関連施設公衆無線ＬＡＮ環境整備事業で３

３４万８，０００円の減などでございます。

次ページお願いします。土木費でございます。４，９００万８，０００円の減で、３億２，５

３２万６，０００円となりました。公共下水道事業特別会計繰出金が１，２６２万９，０００円

の増、公園管理事業が７６８万５，０００円の増です。町道改良事業１，３１１万６，０００円、

それから東西町公園整備事業４，０６６万４，０００円の減などでございます。

消防費です。９２１万５，０００円の増で、５，１８４万４，０００円です。これにつきまし

ては台風２４号及び７月豪雨災害対策事業で７０２万５，０００円などの増となります。

教育費です。２億４，７１３万７，０００円の減、５億１，２９５万４，０００円となりまし

た。小学校、中学校の空調システム整備事業の完了によります２億３，２５３万８，０００円の

減です。また、西伯小学校屋内運動施設整備事業の完了によります２，５９０万９，０００円の

減が主なものでございます。

災害復旧費は１億２，９６１万３，０００円の増で、１億７，３４１万７，０００円です。台

風２４号及び７月の豪雨のものです。河川・単県斜面崩壊・農業用施設・道路橋梁・林業施設の

災害復旧費の増によるものでございます。

公債費につきましては、６９７万５，０００円の増、８億６０８万８，０００円です。起債元

金１，４６３万８，０００円の増及び利子の７６６万円の減によるものが主なものでございます。

歳出全体の合計は、前年度比較４億５，２１７万７，０００円の増、７４億７７９万１，００

０円となっております。

下段にグラフをつけております。民生費、土木費、教育費はそれぞれ減少しておりますが、そ

れ以外は増加していることが見受けられると思います。

６ページをお開きください。続いて、性質別の状況について御説明をいたします。上段が義務

的経費でございます。

人件費につきましては、職員の給料１，７３１万６，０００円の増です。それから、職員手当
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６７９万１，０００円の増、特別職の給与１２万３，０００円の増、共済組合負担金が４５３万

９，０００円の増、退職手当組合負担金につきましては２６７万円の減、議員報酬については１

９万４，０００円の増となっています。

続きまして、１枚おめくりいただきまして、７ページの下段のほうに再掲欄を設けております。

人件費プラス投資的経費事業費支弁人件費欄というところがありますので、そこをごらんいただ

きたいと思います。昨年度と比較しまして、３，８６３万２，０００円増加して、１０億９，６

８９万７，０００円となっております。これが人件費となります。

６ページにもう一度お戻りください。扶助費につきまして３，９７５万４，０００円の減とな

り、９億７，７１４万円となりました。各種給付、手当等の実績による減及び公設民営保育園運

営事業の１，０１３万６，０００円の減が主な要因となっております。

公債費です。６９７万８，０００円の増の８億６０７万８，０００円となり、義務的経費全体

では３１０万円の増の２８億４，４０７万２，０００円で、歳出に占める構成比は３８．４％と

なっています。

続きまして、投資的経費でございます。普通建設事業８，９０２万８，０００円の増で、９億

８，２４５万４，０００円となっています。増額となったものの主なものは、合板・製材生産性

強化対策事業、鳥取ＣＬＴでございますが、４億４，１００万円、それからサテライト拠点施設

整備で３，７７７万８，０００円、複合施設整備で１，２０８万６，０００円、農地耕作条件改

善事業で２，０９５万８，０００円。逆に減額となったものにつきましては、コミュニティ助成

事業で１，３３０万円、共生社会実現事業で３，８８０万円、がんばる農家プラン事業で１，０

３６万１，０００円、小・中学校空調システム整備事業で２億３，２５３万８，０００円、町道

改良事業で１，８４０万２，０００円、東西町公園整備事業で４，０６６万４，０００円となっ

ております。

災害復旧事業です。これにつきましては先ほどもありましたけれども、台風２４号及び７月豪

雨の災害によるもので、１億３，６６３万８，０００円増の１億８，０４４万２，０００円とな

っております。

投資的経費全体としては、２億２，５６６万６，０００円増の１１億６，２８９万６，０００

円となり、歳出に占める割合は１５．７％となっております。

次に、７ページをお願いします。その他経費について御説明いたします。物件費４，４７６万

９，０００円増の９億３，２４６万６，０００円で、コミュニティバス運行事業１，５６６万９，

０００円の増、ＪＯＣＡ連携事業１，９９８万５，０００円の減などが主な要因でございます。
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維持補修費４１１万３，０００円減の４，４７０万８，０００円です。施設の老朽化に伴いま

して各施設の修繕費用が増加していますけれども、平成３０年度につきましては特に大きなのが

道路維持、除雪の委託料の減が大きな要因でございます。

補助費等でございます。２億７，６６９万８，０００円の増で、１６億８，７８６万１，００

０円となりました。塵芥処理費１億８，２２６万９，０００円の増などによるものでございます。

積立金につきましては４１５万９，０００円の増で、２，７８５万２，０００円となっており

ます。

投資及び出資貸付金につきましては１億５２３万３，０００円の減で、１，０００万円となっ

ております。これは水道統合事業への出資の減と、それから農泊推進事業による１，０００万円

の増によるものでございます。

結果といたしまして、その他経費全体では２億２，３４１万２，０００円の増で、３４億８２

万３，０００円となり、歳出に占める割合につきましては４５．９％となっております。

下段にグラフをつけておりますので、御確認をいただきたいと思います。

８ページをごらんください。基金の状況をあらわしています。財政調整基金につきましては６

０万５，７８０円を積み立て、８億２，０９９万５，０８４円。減債基金につきましては１０３

万９，８９０円を積み立て、１億６，０００万円を取り崩し、１２億４，７０２万４６５円とな

っております。その他特定目的基金につきましては、合計２，６２０万６，４８６円を積み立て、

６，８３７万３，７４７円を取り崩した結果、１３億６，５６０万６，９５４円となり、財政調

整基金、減債基金、その他特定目的基金の合計は３４億３，３６２万２，５０３円となっていま

す。

このほか定額運用、それから特別会計を加えた総合計につきましては、５，７８３万６，８２

６円積み増しし、３億８，８３７万３，７４７円を取り崩し、その結果、３５億６，３００万７，

１７３円となっております。

続いて、地方債の状況でございます。平成３０年度におきましては、５億４，９５０万円を発

行しております。

元金償還額につきましては７億６，５５１万８，０００円で、３０年度末現在高につきまして

は６２億１，７３６万３，０００円と、昨年度と比較しまして２億１，６０１万８，０００円減

少したところでございます。

続いて、９ページでございます。財政状況の推移をあらわしています。まず、標準財政規模で

す。３段目の表の右下段ですかね、平成３０年度の計をごらんいただきたいと思います。４３億
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６，９４４万８，０００円となりました。昨年度に比べ１，４８０万円増加しています。この増

加の要因につきましては、税収の増、それから普通交付税の減などが上げられます。標準財政規

模についてです。一般的には数字が大きいほうがよい指標でありますが、事業実施の状況により

年次的に変動しているものです。ごらんいただきたいと思います。

続いて、財政力指数でございます。先ほどの標準財政規模の下の欄に記載しております。この

数字につきましては１に近いほど財政的に自主財源が富んでいると言えるところでございます。

平成１９年度の０．２９２をピークに減少傾向でありましたが、平成３０年度につきましては、

昨年の指数が過去１０年で最低の０．２５６となっていましたので、それと比べますと０．０１

２ポイントの上昇の０．２６８ということになりました。財政的には依存財源に頼っていること

に変わりはございません。財政運営の安定にはこの指標の増加が目標であります。

続いて、１０ページでございます。町税の推移をあらわしています。町民税は平成２９年度と

比較して減少となっています。個人、法人ともに減少しています。町民税においては、１５歳か

ら６４歳までの生産年齢人口の減少が続いていること、景気の先行きが不透明でありますので、

その辺もありまして今後の見通しについては減少の傾向にあるのではないかというふうに考えて

います。固定資産税については、償却資産が増加しています。これにつきましては誘致企業であ

りますＮＯＫ、ＴＶＣの工場拡大に伴います設備投資の影響が作用しているものと思います。

続いて、１１ページをごらんください。経常収支比率です。上段の表の一番下、経常収支比率

が９２．２となりました。その理由としまして一番下の欄に分析していますように、歳入の経常

一般財源は、固定資産税の償却資産の増収等により町税全体で１３４万２，０００円増加してい

ます。また、普通交付税が少なくなってきましたことや臨時財政対策債発行可能額の減少などの

影響によりまして、全体で６，３３２万６，０００円の減少となりました。

一方、歳出は扶助費、補助費等は減少したものの、人件費及び他会計への繰出金の増加により、

全体で１，５４１万１，０００円の増加となりました。平成３０年度は昨年度に比べて０．１ポ

イント上昇し、９２．２ということになっています。８０以下が望ましいとされている数字でご

ざいますので、これを見ると年次的に財政の硬直化が進んでいる状況が見受けられるというふう

に思います。

１２ページをお開きください。１２ページにつきましては、地方交付税です。

まず、普通交付税でございます。上の表の３段目、南部町のところを注目していただきたいと

思います。平成３０年度２９億２８万６，０００円となりました。平成２６年度までは合併から

１０年間受けることができます合併算定がえの特例措置の期間中でありましたので、有利な金額
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をいただいておりましたけれども、平成２７年度からは段階的に一本算定となります。

平成３０年度においては、４段目の一本算定時の金額と９，１０３万円の開きがあります。

特別交付税につきましては、前年度と比較しまして３，７６０万５，０００円増加しておりま

す。交付税総額としましては、臨時財政対策債を入れて合計３５億２，９８０万５，０００円と

なりました。今後、より一層の歳出の削減に取り組む必要があります。以下にグラフ化をしてい

ますので、ごらんいただきたいと思います。

続いて、１３ページをお開きください。一般会計等歳出決算額の性質別の推移について御説明

を申し上げます。平成１９年度からの推移を記載しておりますので、ごらんいただきたいと思い

ます。

義務的経費におきましては、人件費が伸びつつあります。扶助費については減少いたしました

が、今後の伸びは想定されるところでありますので、義務的経費の増加につながっていくことが

考えられるところでございます。

物件費、補助費等は、支出に占める割合は大きなものがあります。

繰出金についても増加傾向にあり、今後も注視していかなければなりません。

普通建設、災害復旧事業については、その時々の状況により変動も大きいものであります。

平成３０年度の特徴といたしましては、台風２４号及び７月豪雨において災害復旧費の増加、

合板・製材生産性強化対策事業、地方創生関連事業、人口減少、少子高齢化に関連した事業の拡

充により補助費等が増加しております。一方では、前年度は積み立てが大幅な減となりましたが、

平成３０年度においては厳しい財政状況でありましたけれども、若干積み増しをできているとこ

ろでございます。

続いて、１４ページをごらんください。公債費の推移でございます。平成３０年度の公債費負

担比率は１５．６と、昨年と比較しましてマイナス０．１ポイントとなっています。

次に、実質公債費比率です。過去３年間の比率の平均が１８％を超えると地方債の発行には許

可が必要となります。２５％を超えますと、一定の種類の地方債の発行が認められなくなります。

平成３０年度の３年間分の平均は、１．０ポイント増の１３．８％となっています。

次に、普通会計の地方債残高の推移でございます。中ほどの表をごらんいただきたいと思いま

す。平成２０年度をピークに年々減少しています。平成３０年度末においては６２億１，９９６

万１，０００円となりました。

次に、１５ページをごらんください。地方債残高に対する基金残高と算入交付税の推移でござ

います。平成２３年度より基金残高と算入交付税を加えたものが起債残高を上回るようになって
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います。３０年度末におきましては、２２億３，１６５万１，０００円上回っています。

次に、一般会計（普通会計）歳出決算額のうち人件費の推移でございます。合併当初１８８人

の職員数でございましたけれども、平成３０年度におきましては１２６人と、ほぼ３分の２とい

うふうになってます。職員数につきましては微増となっておりますが、総人件費では１０億５，

４７８万１，０００円となりました。

最後に、決算書２０９ページをお願いします。２０９ページには財産に関する調書をつけてお

りますし、２１３ページには定額基金の運用状況を記載しておりますので、後ほどでも結構でご

ざいます、お読み取りいただけたらと思います。

若干長くなりましたけれども、私のほうからの説明を終わりたいと思います。審議をよろしく

お願いします。

○議長（秦 伊知郎君） お諮りいたします。ここで休憩をとりたいと思います。再開は２時４５

分にしますので、よろしくお願いいたします。

午後２時３３分休憩

午後２時４６分再開

○議長（秦 伊知郎君） 再開いたします。

議案第４７号、平成３０年度南部町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について、

説明よろしくお願いいたします。

町民生活課長、岩田典弘君。

○町民生活課長（岩田 典弘君） 町民生活課長でございます。議案第４７号、平成３０年度南部

町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成３０年度南部町国民健康保険事業特別会計歳

入歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。

決算書のほうで説明させていただきますので、１２９ページをごらんください。実質収支に関

する調書でございます。歳入総額１３億５，２９３万３，２３０円、歳出総額１３億３，９７９

万３，６８２円、歳入歳出差し引き額１，３１３万９，５４８円。翌年度へ繰り越すべき財源は

ございません。実質収支額は１，３１３万９，５４８円。実質収支額のうち地方自治法第２３３

条の２の規定による基金繰入額はございませんでした。

それでは、歳出のほうから説明させていただきます。１１９ページをごらんください。歳出で

ございます。１款の総務費でございますが、予算現額１，４１１万５，０００円に対しまして、
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支出済み額１，２６２万６，０５６円でございました。主なものといたしまして、電算共同処理

委託料やコクホ・ラインシステムの保守委託等の委託料として７０６万１，８８１円を支出して

おります。

次に、２款保険給付費でございます。予算現額９億５，６１１万１，０００円に対しまして、

９億５，５２３万１，２９６円の歳出でございました。

１項療養諸費、１目一般被保険者療養給付費でございます。これは国民健康保険の被保険者に

対しまして医療給付を行う費用で、予算現額８億１，８７８万円に対しまして、８億１，８７９

万８，５３１円を支出しております。

次ページをごらんください。２項高額療養費でございます。予算現額１億２，５８１万２，０

００円に対しまして、１億２，５５０万１，５４６円を支出しております。この高額療養費は、

一月に支払われた医療費の本人負担額が一定額を超えたときに支給されるものでございます。

次に、４項出産育児諸費でございますが、妊娠・出産は自己負担になるために一時金を支払う

ものでございます。３０年度は１６８万円の支出でございます。

３款国民健康保険事業費納付金でございます。予算現額３億３６３万４，０００円に対しまし

て、３億３２６万１，３０２円を支出しております。内容としましては、１項１目医療給付費分

が２億１，３１３万９，１５７円、２目後期高齢者支援金等分が７，０８０万７，９４８円、介

護納付金分が１，９３１万４，１９７円の支出でございました。

６款保健事業費でございますが、事業全体で２，０６３万円の予算現額に対しまして、１，９

１９万７，４６１円を支出しております。

１項特定健康診査等事業費は、被保険者の生活習慣病を中心とした疾病予防と、医療費の伸び

を抑制することを目的に行う健康診査などの費用で、６５６万９，０２１円の支出でございます。

２項の保健事業費では、人間ドックの実施や健康管理センターの費用を支出しており、１，２

６２万８，４４０円の支出でございました。

次に、８款諸支出金でございます。予算現額４，９９２万６，０００円に対しまして、支出済

み額４，９４７万５，７０１円でございました。主なものは１項３目償還金で、４，３５４万８，

６６１円を支出いたしました。これは療養給付費等負担金の実質分の精算や、退職者医療交付金

等の精算でございます。

また、２項繰出金として西伯病院へ５４２万７，０００円を支出しております。

主な歳出は以上でございまして、予算現額１３億４，４４２万円に対しまして、１３億３，９

７９万３，６８２円の歳出となりました。
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続きまして、歳入になります。１１１ページをごらんください。歳入につきましても主なもの

を説明させていただきます。まず、１款国民健康保険税でございます。調定額２億６，７９５万

４，４７５円に対しまして、収入済み額２億１，６８９万４，９４２円、不納欠損額が４０９万

５，３４０円、収入未済額が４，６９６万４，１９３円となっております。

次に、５款２項１目保険給付費等交付金でございます。９億８，９８２万４，０１８円の調定

額に対しまして、同額収入済みとしております。内訳でございますが、保険給付費に要する額で

ある普通交付金が９億５，３０３万４，０１８円、特別交付金が３，６７９万円となっておりま

す。

次に、８款繰入金でございます。１項１目一般会計繰入金は、調定額、収入済み額同額の９，

４２６万５，８９１円で、内訳は出産育児一時金、事務費・基盤安定・財政安定支援事業の繰入

金となっております。

２目基金繰入金でございます。調定額、収入済み額同額の２，０００万円となっております。

国民健康保険基金からの繰入金でございます。

９款繰越金でございます。前年度の繰越金でございまして、収入済み額３，１４５万３，６８

４円収入済みでございます。

１０款諸収入でございます。調定額４０万４，８６４円に対しまして、同額収入済みでござい

ます。主なものとしまして保険税の延滞金や国保喪失後に国保を使用したことによる返納金とな

っております。

主なものは以上でございまして、歳入の合計といたしまして、予算現額１３億４，４４２万円

に対しまして、調定額１４億３９９万２，７６３円、収入済み額１３億５，２９３万３，２３０

円、不納欠損額４０９万５，３４０円、収入未済額４，６９６万４，１９３円となっております。

以上で国民健康保険特別会計の説明を終わらせていただきます。

続きまして、議案第４８号のほうをお願いしたいと思います。議案第４８号、平成３０年度南

部町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成３０年度南部町後期高齢者医療特別会計歳入

歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。

決算書の１４２ページをごらんください。実質収支に関する調書でございます。歳入総額１億

４，２３５万３１０円、歳出総額１億３，９７２万３，６９９円、歳入歳出差し引き額２６２万

６，６１１円。翌年度へ繰り越すべき財源はございません。実質収支額は２６２万６，６１１円。

実質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入額はございませんでした。
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１３８ページをごらんください。歳出でございます。まず、１款総務費でございます。予算現

額３２９万１，０００円に対しまして、支出済み額３０７万１，９８４円でございます。主なも

のは一般管理費の役務費で保険証を発送いたしました金額８７万４，８１０円と、徴収費の委託

料でシステム改修などで１６７万７，０６９円を支出しております。

続きまして、２款分担金及び負担金でございます。これは徴収した保険料と事務費を後期高齢

者医療広域連合に支出するものでございまして、予算現額１億３，３９１万６，０００円に対し

まして、支出済み額が１億３，１８３万４，１３０円となっております。

続きまして、３款諸支出金でございます。予算現額５０万８，０００円に対しまして、支出済

み額が２５万８，７００円となっています。これは過年度分の過誤納保険料を返還したものでご

ざいます。

４款保健事業費でございます。予算現額４８６万２，０００円に対しまして、支出済み額４５

５万８，８８５円となっております。これは被保険者の皆さんの健康事業などで支出したもので

ございます。

歳出合計としまして、予算現額１億４，２７０万円に対しまして、１億３，９７２万３，６９

９円の支出でございました。

続きまして、１３４ページのほうをごらんください。歳入でございます。１款後期高齢者医療

保険料です。調定額８，７１４万５，２００円に対しまして、収入済み額が８，６１４万９，８

３１円、収入未済額が９９万５，３６９円となっております。

次に、４款繰入金でございます。調定額４，８９３万８，１８５円に対しまして、同額４，８

９３万８，１８５円を収入しております。内訳としましては、事務費繰入金１，２８０万６，４

６７円、基盤安定繰入金としまして３，６１３万１，７１８円でございました。

次に、５款繰越金でございます。前年度の繰越金で、１７３万３，２００円の収入でございま

した。

６款諸収入でございます。調定額４６８万４，３３４円で、同額収入しております。主なもの

としまして、１３６ページ、次ページにございます健康診査委託金４４６万５３４円でございま

した。

歳入合計としまして、予算現額１億４，２７０万円に対しまして、１億４，２３５万３１０円

の収入済み額でございました。

以上で後期高齢者医療特別会計の説明を終わらせていただきます。

続きまして、議案第４９号でございます。議案第４９号、平成３０年度南部町墓苑事業特別会

－３２－



計歳入歳出決算の認定について。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成３０年度南部町墓苑事業特別会計歳入歳出決

算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。

決算書の１５１ページをごらんください。実質収支に関する調書でございます。歳入総額２５

０万９，２６７円、歳出総額２５０万９，２６７円、歳入歳出差し引き額ゼロ円です。翌年度へ

繰り越すべき財源はございません。実質収支額もゼロ円でございます。実質収支額のうち地方自

治法第２３３条の２の規定による基金繰入額はございません。

それでは、１４９ページ、歳出のほうから説明させていただきます。１款総務費でございます。

予算現額１０７万３，０００円に対しまして、１０７万１，９６７円を支出しております。これ

は町営墓地の維持管理の支出で、主に西伯墓苑の環境整備で１０１万８，８５９円の委託料を支

出しております。

２款諸支出金でございます。予算現額１４３万８，０００円に対し、支出済み額が１４３万７，

３００円でございました。墓地の返還に伴いまして使用料をお返ししたもので、６件分の返還が

ございました。

歳出合計といたしまして、予算現額２５１万１，０００円に対しまして、支出済み額２５０万

９，２６７円でございました。

次に、歳入でございます。１４７ページをごらんください。１款使用料及び手数料でございま

す。調定額１９１万４，３１０円、同額を収入しております。

新規の使用者の方から納入していただく墓地使用料は１２２万２，０００円で、５件ございま

した。西伯墓苑の管理手数料としましていただきます墓地手数料は６９万２，３１０円の収入で

ございました。

２款繰入金でございます。５９万２，８１７円を、歳出に対して不足が生じたために一般会計

から繰り入れております。

３款繰越金でございます。調定額２，１４０円で、同額収入しております。前年度の繰越金で

ございます。

歳入合計としまして、予算現額２５１万１，０００円に対しまして、収入済み額２５０万９，

２６７円でございました。

以上で墓苑事業特別会計の説明を終わります。御審議よろしくお願いいたします。

○議長（秦 伊知郎君） 税務課長、伊藤真君。

○税務課長（伊藤 真君） 税務課長でございます。そうしますと、議案書の５ページをお開き
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ください。議案第５０号、平成３０年度南部町住宅資金貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成３０年度南部町住宅資金貸付事業特別会計歳

入歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。

そうしますと、決算書のほうで１６０ページをごらんください。実質収支に関する調書につい

て説明をさせていただきます。歳入総額は５３１万１，２７１円、歳出総額は１１３万６，４１

６円、歳入歳出差し引き額は４１７万４，８５５円。繰り越すべき財源はありませんので、実質

収支額４１７万４，８５５円となっております。

それでは、歳出から御説明いたします。１５８ページでございます。１款総務費、１項総務管

理費、１目一般管理費でございます。予算現額２３万６，０００円、支出済み額２３万８０６円

で、全て徴収に係る事務経費でございます。

次に、２款公債費、１項公債費、１目元金です。予算現額８２万３，０００円、支出済み額は

８２万２，０１４円でございます。これは住宅新築資金及び宅地取得資金の地方債の償還でござ

います。

次に、２目利子です。予算現額８万４，０００円、支出済み額は８万３，５９６円です。同じ

く住宅新築資金及び宅地取得資金の償還に係る利息でございます。

では、歳入を説明いたします。１５６ページをごらんください。１款県支出金、１項県補助金、

１目助成事業費県補助金です。調定額１７万３，０００円、収入済み額も同額でございます。こ

れは事務費の県補助金でございます。補助率は４分の３でございます。

次に、２款繰越金です。調定額３５１万６，２７１円、収入済み額も同額でございます。

３款諸収入です。これは貸付金の元利収入で、調定額９，１２１万８，４８６円、収入済み額

が１６２万２，０００円で、滞納分のみの収入になっております。収入未済額につきましては８，

９５９万６，４８６円でございます。

以上で説明を終わります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

○議長（秦 伊知郎君） 建設課長、田子勝利君。

○建設課長（田子 勝利君） 建設課長でございます。議案書の６ページをお願いします。議案第

５１号、平成３０年度南部町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定についてでございま

す。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成３０年度南部町農業集落排水事業特別会計歳

入歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。
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それでは、決算書の１７３ページをお開きください。実質収支に関する調書でございます。歳

入総額が２億４，３２３万７，８３２円、歳出総額は２億４，３２２万８，４５２円、歳入歳出

差し引き額は９，３８０円です。翌年度へ繰り越すべき財源はございませんので、実質収支額は

９，３８０円。そのうち基金の繰入額はございません。

１６９ページをお願いします。歳出から御説明いたします。１款総務費、これは主に職員給与

費、処理場などの維持管理費を支出している項目でございます。支出済み額６，９２６万３，４

３６円、予算に対する不用額は１００万９，５６４円です。

２款公債費、起債の償還元金、利子の償還でございます。支出済み額１億７，３９６万５，０

１６円、不用額は６，９８４円です。

次、１７１ページをお願いします。歳出合計といたしまして、支出済み額２億４，３２２万８，

４５２円、予算に対する不用額は１０２万７，５４８円です。

続きまして、１６５ページをお願いします。歳入についてでございます。１款分担金及び負担

金です。調定額が４４１万１，４４１円、収入済み額が１４０万円ちょうどです。収入未済額は

３０１万１，４４１円です。

２款使用料及び手数料、調定額が７，６６８万１，６７６円、収入済み額が７，１３２万３，

８２９円、収入未済額は５３５万７，８４７円です。

３款国庫支出金はございません。

４款繰入金です。これは一般会計からの繰入金になります。調定額が１億９８３万８５０円、

収入済み額も同額です。

次に、５款繰越金です。前年度の繰越金になります。調定額が１８万３，１５３円、収入済み

額も同額になります。

はぐっていただきまして、１６７ページをお願いします。６款諸収入はありません。

７款町債です。資本費平準化債の借り入れなどになります。調定額が６，０５０万円ちょうど

になります。収入済み額も同額です。

歳入合計としまして、調定額２億５，１６０万７，１２０円です。収入済み額が２億４，３２

３万７，８３２円、収入未済額は８３６万９，２８８円となっております。

以上でございます。御審議よろしくお願いいたします。

続きまして、議案書の７ページになります。議案第５２号、平成３０年度南部町浄化槽整備事

業特別会計歳入歳出決算の認定についてでございます。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成３０年度南部町浄化槽整備事業特別会計歳入
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歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。

それでは、決算書の１８６ページをお願いいたします。実質収支に関する調書でございます。

歳入総額５，１５３万５，９７９円、歳出総額４，９８７万５，２５９円、歳入歳出差し引き額

は１６６万７２０円です。翌年度へ繰り越すべき財源はございません。実質収支額は１６６万７

２０円になります。基金の繰入額はございません。

１８２ページをお願いいたします。歳出から御説明いたします。１款総務費、これは主に浄化

槽の維持管理費、設置工事費が主な項目でございます。支出済み額３，４７４万１，３３８円、

不用額は１，３３０万５，６６２円です。

２款公債費です。起債の元金、利子の償還金になります。支出済み額１，５１３万３，９２１

円、不用額は１万３，０７９円です。

３款予備費の支出はございません。

次の１８４ページをお願いいたします。歳出合計は、支出済み額４，９８７万５，２５９円、

不用額は１，３３２万４，７４１円です。

１７８ページをお願いいたします。歳入になります。１款分担金及び負担金です。浄化槽設置

に係る分担金になります。調定額１４１万円５，０００円、収入済み額は１００万円ちょうどで、

収入未済額は４１万５，０００円です。

２款使用料及び手数料です。調定額が２，１７２万７，８７６円、収入済み額２，０１６万８，

３７５円、収入未済額は１５５万９，５０１円です。

３款国庫支出金はございません。

４款繰入金です。一般会計からの繰入金になります。調定額が２，６０３万９，８２８円、収

入済み額も同額でございます。

５款繰越金、前年度の繰越金です。調定額が３０２万７，７７６円、収入済み額も同額でござ

います。

はぐっていただきまして、１８０ページをお願いします。７款町債です。浄化槽の設置工事に

係る起債の借り入れになります。調定額は１３０万円ちょうどで、収入済み額も同額です。

歳入合計が、調定額５，３５１万４８０円、収入済み額が５，１５３万５，９７９円、収入未

済額は１９７万４，５０１円でございます。

以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。

続きまして、議案書の８ページです。議案第５３号でございます。平成３０年度南部町公共下

水道事業特別会計歳入歳出決算の認定についてです。
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地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成３０年度南部町公共下水道事業特別会計歳入

歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。

それでは、決算書の１９９ページをお願いいたします。実質収支に関する調書でございます。

歳入総額１億９，５９７万７，８９６円、歳出総額１億９，５９６万１，７８４円です。歳入歳

出差し引き額は１万６，１１２円。翌年度へ繰り越すべき財源はございませんので、実質収支額

は１万６，１１２円です。基金の繰入額もございません。

次に、１９５ページをお願いします。歳出から御説明いたします。１款総務費、主に職員給与

費、施設の維持管理費、それからコンポスト施設のみのりの郷の費用になります。支出済み額９，

１４０万５，１４３円、不用額は９１７万４，８５７円です。

２款公債費、起債の元金、利息の償還金になります。支出済み額１億４５５万６，６４１円、

不用額は２万６，３５９円です。

次の１９７ページをお願いいたします。３款予備費ですが、予備費の支出はございません。

歳出合計が、支出済み額１億９，５９６万１，７８４円、不用額は９２１万７，２１６円です。

次に、１９１ページをお願いいたします。歳入でございます。１款分担金及び負担金です。調

定額が２，２１６万１，４１１円、収入済み額が１，５０２万５，９９０円で、収入未済額は７

１３万５，４２１円です。

２款使用料及び手数料です。調定額が６，８８３万７，６４０円、収入済み額６，５５２万１，

１６９円、収入未済額は３３１万６，４７１円です。

３款国庫支出金です。調定額が６８０万４，０００円で、収入済み額も同額でございます。

４款繰入金です。一般会計からの繰入金になります。調定額が８，２３９万４，２０９円、収

入済み額も同額でございます。

５款繰越金です。前年度の繰越金になります。調定額が３９万７２８円、収入済み額も同額で

ございます。

次、１９３ページをお願いいたします。６款諸収入です。コンポスト肥料の売上金になります。

調定額が５４万１，８００円、収入済み額も同じく５４万１，８００円になります。

７款町債です。資本費平準化債の借り入れになります。調定額が２，５３０万円ちょうどで、

収入済み額も同額です。

歳入合計としまして、調定額２億６４２万９，７８８円、収入済み額が１億９，５９７万７，

８９６円、収入未済額は１，０４５万１，８９２円です。

以上でございます。御審議よろしくお願いいたします。
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○議長（秦 伊知郎君） 町民生活課長、岩田典弘君。

○町民生活課長（岩田 典弘君） 町民生活課長でございます。議案第５４号の太陽光発電になり

ます。議案第５４号、平成３０年度南部町太陽光発電事業特別会計歳入歳出決算の認定について。

地方自治法第２３３条第３項の規定により、平成３０年度南部町太陽光発電事業特別会計歳入

歳出決算を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。

決算書の２０８ページをごらんください。実質収支に関する調書でございます。歳入総額２億

１，３４５万１，３２６円、歳出総額２億１，３４１万７，３２６円、歳入歳出差し引き額３万

４，０００円。翌年度へ繰り越すべき財源はございませんで、実質収支額３万４，０００円。実

質収支額のうち地方自治法第２３３条の２の規定による基金繰入金はございません。

それでは、歳出から御説明させていただきます。２０６ページをごらんください。１款総務費

でございます。予算現額４，１９６万２，３６０円に対しまして、４，１１４万３，３６０円を

支出しております。これは太陽光発電施設の維持管理に関する経費でございます。この中には、

基金への積立金として２，９９８万円３，０００円も含んでおります。

次に、２款環境費でございます。予算現額４，１６０万７，０００円に対しまして、同額支出

しております。これは自然エネルギー関連補助金等への繰出金でございます。

続きまして、３款公債費でございます。予算現額１億３，０６６万８，０００円に対しまして、

１億３，０６６万６，９６６円を支出しております。これは起債の償還金の利子と住民公募債の

元金、利子及び配当金になります。

歳出合計といたしまして、予算現額２億１，４２４万９，０００円に対しまして、支出済み額

２億１，３４１万７，３２６円でございました。

では、２０４ページの歳入をごらんください。１款財産収入でございます。調定額、収入済み

額とも１７万９，２７８円でございます。これは太陽光発電基金の利子でございます。

次に、２款繰入金でございます。調定額、収入済み額とも１億４，０００万円でございます。

これは公募債元金等の支払いのため、太陽光発電基金からの繰入金でございます。

次に、３款繰越金でございます。調定額、収入済み額とも７万３９４円で、前年度の繰越金で

ございます。

４款諸収入でございます。調定額、収入済み額とも７，３２０万１，６５４円でございます。

これは全て売電収入でございます。

歳入合計といたしまして、予算現額２億１，４２４万９，０００円に対しまして、収入済み額

２億１，３４５万１，３２６円でございました。
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以上で太陽光発電事業特別会計の説明を終わります。御審議よろしくお願いいたします。

○議長（秦 伊知郎君） 建設課長、田子勝利君。

○建設課長（田子 勝利君） 建設課長でございます。議案書の１０ページになります。議案第５

５号、平成３０年度南部町水道事業会計決算の認定についてでございます。

地方公営企業法第３０条第４項の規定により、平成３０年度南部町水道事業会計決算を別紙監

査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。

それでは、別冊の決算報告書をごらんお願いいたします。１ページ目から御説明いたします。

収益的収入及び支出の収入でございます。第１款水道事業収益の営業収益と営業外収益を合わせ

まして、決算額１億９，３８７万９，４７７円です。予算に比べ１１５万１，４７７円の増額と

なっております。

続きまして、２ページの支出でございます。第１款水道事業費用の営業費用と営業外費用を合

計いたしまして、決算額２億３，３５６万６，１４２円、予算に対する不用額が１，０３４万３，

８５８円でございます。

続きまして、３ページをお願いします。資本的収入及び支出の収入でございます。第１款資本

的収入の企業債と出資金と工事負担金を合計いたしまして、決算額２，６８２万６，７７３円で

す。予算に比べまして９９万６，２２７円の減額でございます。

続きまして、４ページをお願いいたします。こちらは支出でございます。第１款資本的支出の

建設改良費と企業債償還金を合計いたしまして、決算額１億２，０７４万８，６４２円、不用額

は１８万３５８円です。

続きまして、５ページです。平成３０年度南部町水道事業会計損益計算書でございます。これ

につきましては税抜きの金額を載せております。１、営業収益。主に給水収益でございます。営

業収益の合計は、１億４，４７８万８，９３７円です。

営業費用。こちらは施設の維持管理費、減価償却費が主なものでございます。合計が１億８，

９５７万４，４６６円で、営業利益としましてはマイナスの４，４７８万５，５２９円となって

おります。

続いて、営業外収益です。これは他会計からの補助金が主な収入となるものです。合計しまし

て３，８１９万７，７３０円です。

４、営業外費用。企業債利息が主な支出でございます。合計で２，１６３万２，５３７円。営

業外の利益としましては、１，６５６万５，１９３円でございます。

次の６ページですが、営業利益と営業外利益と合わせまして、マイナスの２，８２２万３３６
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円が平成３０年度の経常利益となっております。

特別損失ですけども、過年度損益修正損としまして、マイナスの１，１６２万７，０００円で

す。

当期の利益としましては、マイナスの３，９８４万７，３３６円でございます。

次、７ページです。平成３０年度南部町水道事業剰余金計算書でございます。前年度の利益に

今年度の利益を足しまして、１億７，６６５万２，９６７円のマイナスとなっております。

続きまして、次の８ページをお願いいたします。平成３０年度南部町水道事業会計貸借対照表

でございます。まず、資産の部になります。固定資産の合計ですけども、次の９ページの一番右

上に載せております２３億９，４７３万５，１８３円です。

流動資産の合計は、１億３，０３０万１６８円です。

固定資産と流動資産を合わせまして、資産の合計が２５億２，５０３万５，３５１円でござい

ます。

続いて、負債の部です。固定負債。これは主に起債の残になります。８億４，９２０万４，６

４５円です。

続いて、４、流動負債。主に起債と未払い金になります。合計は次の１０ページの右上に載せ

ておりますが、１億４，３１４万４，０３９円です。

５、繰り延べ収益。これは長期前受け金でございます。繰り延べ収益の合計ですけども、７億

８，８７１万３，０６３円で、固定負債、流動負債、繰り延べ収益を合計しまして、１７億８，

１０６万１，７４７円が負債の合計でございます。

続きまして、資本の部です。６、資本金です。資本金合計が５億４，７６０万２，５６８円で

ございます。

剰余金です。合計は次の１１ページに載せておりますけども、剰余金の合計が１億９，６３７

万１，０３６円です。

それで、資本の合計としましては、７億４，３９７万３，６０４円。

負債と資本の合計が２５億２，５０３万５，３５１円となっております。

続きまして、１５ページをお願いいたします。平成３０年度の事業報告を載せております。

概要の総括事項となっておりまして、①から順に御説明いたします。老朽施設についてですけ

ども、耐用年数を超え破損が頻発するなど、老朽化が著しい施設が増加しております。

本年度は施設の更新計画を盛り込んだ基本計画を策定しております。水道管路につきましては、

町内全域で漏水調査を年次的に実施しまして、漏水箇所の特定・修繕を進め、有収率の向上や動
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力費等の経常経費の抑制を図っております。

続いて、②の水道料金についてです。地域によって異なっていた水道加入金につきまして、平

成３０年３月に料金改定を実施し、平成３０年４月より統一した水道加入金を適用しております。

公共・営業用の料金につきましては、平成２９年度に南部町公共料金審議会において町内料金

統一の答申を受け、平成３０年９月議会にて上程し議決をいただきました。

③、経営についてですが、収入面は、人口減少や料金改定に伴う減収となっております。

支出面は、耐用年数を超えた老朽施設の破損等によりまして修繕費と資産減耗費が増加。また、

渇水に伴う動力費が増加しております。

平成２９年度に調査を実施しました田住水源地ですけども、水質基準を満たさなかったという

ことで、資産を償却して特別損失が生じております。

経費の節減、事業の効率化を徹底し、平成３１年に経営戦略を策定。計画的な施設更新や維持

管理費用を平準化し、財政の健全化を図るということとしております。

次に、給水状況についてですけども、平成３０年度末の給水人口は１万８２１人、給水件数は

４，０２５件、年間有収水量は１１４万５，９０２トン、有収率は８８．１％で、前年度末から

０．３％の減少となっております。

事業収支です。総収益は１億８，０４６万２，０００円です。総費用は２億１，１２０万７，

０００円で、当年度の純損失としまして、マイナスの３，９８４万７，０００円でございます。

続きまして、１７ページのほうをお願いいたします。こちらには建設工事の概要を載せており

ます。平成３０年度は拡張工事ということで、大きなものは東町地内の送水管の布設がえ工事を

行っております。また、設計業務につきましては水道管の更新事業ということで、円山地区の測

量設計業務を行っております。

続いて、１８ページをお願いいたします。こちらには修繕工事の概要を載せております。金額

としては１０万円以上のものを載せております。上水道区域、簡易水道区域と分かれるわけです

けども、上水道区域につきましては合計で４２件、それから旧簡易水道区域では２件の修繕工事

を行っております。中でも配水及び給水ということになりますが、真ん中の大きい表の一番左側

の下から２番目、天萬地内の配水管の修繕工事、あるいは同じ表の一番右側、一番下になります

けども、城山配水池の付近での漏水の修理を行っております。

続きまして、２２ページをお願いいたします。企業債の概要を載せております。上水道事業の

年度末現在高は、７億３，３２４万１，０６４円でございます。簡易水道事業は２億１，５０４

万９，７２４円。合計しまして９億４，８２９万７８８円でございます。
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次の２３ページですけども、平成３０年度のキャッシュ・フロー計算書でございます。一番下

に資金期末残高を載せております。３月末の現金は、９，２７９万８，９２０円となっておりま

す。

次、２４ページからは明細書となっておりますので、お読み取りをお願いいたします。

以上でございます。御審議よろしくお願いいたします。

○議長（秦 伊知郎君） 病院事業管理者、林原敏夫君。

○病院事業管理者（林原 敏夫君） 病院事業管理者でございます。議案書１１ページをお願いい

たします。議案第５６号、平成３０年度南部町病院事業会計決算の認定について。

地方公営企業法第３０条第４項の規定により、平成３０年度南部町病院事業会計決算を別紙監

査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。

別冊お願いいたします。別冊、議案第５６号、平成３０年度南部町病院事業会計決算報告書で

ございます。１ページをお願いいたします。収益的収入及び支出。収入でございます。第１款病

院事業収益。第１項医業収益、第２項医業外収益、右から３列目をお願いいたします。第１項医

業収益１７億９，６６３万３，８８２円、第２項医業外収益５億３０２万５，４５３円、合わせ

まして病院事業収益２２億９，９６５万９，３３５円。

支出でございます。第１款病院事業費用。右から４列目をお願いいたします。２３億４，７３

５万８，４９７円でございます。第１項医業費用２２億７，７０６万４，０２７円、第２項医業

外費用７，０２９万４，４７０円でございます。

２ページお願いします。資本的収入及び支出。収入。第１款資本的収入。右から３列目をお願

いいたします。決算額１億１，０６０万２，２２６円。第１項補助金３，８３２万５，８６３円、

第２項企業債２，６４０万でございます。第３項一般会計出資金４，１８７万６，３６３円、第

４項寄附金４００万でございます。

支出でございます。第１款資本的支出。第１項建設改良費３，５３０万４，４２１円、第２項

企業債償還金２億１，０３１万５，１５１円、第３項貸付金でございます。１９８万円、合わせ

まして２億４，７５９万９，５７２円でございます。

なお、資本的収入額が資本的支出額に不足します金額につきましては、過年度分損益勘定留保

資金をもって補填しております。

３ページをお願いいたします。平成３０年度南部町病院事業会計損益計算書でございます。平

成３０年４月１日から平成３１年３月３１日でございます。

１、医業収益。（１）入院収益１２億２，０４２万６，９７９円、（２）外来収益４億１，９
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４１万１，７８１円、（３）その他医業収益１億４，９５５万８，２８１円、合わせまして１７

億８，９３９万７，０４１円でございました。

２、医業費用。給与費１５億５９５万５，０９５円、材料費１億７，８７３万５，２５６円、

経費３億６，１７７万１，７１１円、４、減価償却費１億７，７８９万２，８７８円、資産減耗

費１７８万５，５８５円、研究研修費６６３万６３７円、合わせまして２２億３，２７７万１，

１６２円でございます。

合わせまして医業利益につきましては、マイナス４億４，３３７万４，１２１円の赤字でござ

いました。

３、医業外収益。受取利息配当金、他会計補助金等合わせまして医業外収益につきましては、

５億１１６万２，０４４円。

医業外費用につきましては、１億８１０万２，２２６円。

差し引き、経常利益５，０３１万４，３０３円の赤字計上でございました。

当年度純利益同額でございます。

前年度繰越利益剰余金は、マイナス１０億４，９００万７，５５９円でございましたので、当

年度未処分利益剰余金につきましては、１０億９，９３２万１，８６２円となりました。

４ページをごらんください。平成３０年度南部町病院事業剰余金計算書でございます。一番左、

資本金でございます。一番下、当年度末残高８億３，０７３万８，００９円。中ほど、剰余金、

資本剰余金合計３億２，７６４万１６３円。右のほう、利益剰余金マイナス１０億７，９９０万

５，８６２円。以上、合わせました一番右の資本合計７，８４７万２，３１０円となりました。

下の表、平成３０年度南部町病院事業剰余金処分計算書（案）でございます。資本金、資本剰

余金合わせまして、未処理欠損金、繰越欠損金でございますが、マイナス１０億９，９３２万１，

８６２円となります。

５ページをごらんください。平成３０年度南部町病院事業会計キャッシュ・フロー計算書でご

ざいます。平成３１年３月３１日現在の現金でございますが、１番の業務活動によるキャッシュ

フロー。当年度純利益マイナス５，０３１万４，３０３円。中ほど、投資活動によるキャッシュ

フロー。有形固定資産の医療機器等買わせていただきましたマイナス３，２６８万９，２８０円。

３番の財務活動によるキャッシュフロー。一番大きいのが企業債の償還でございますが、マイナ

ス２億９３８万１，８１５円等ありまして、一番下、資金期末残高につきましては、７，５９９

万２，８０９円でございました。

続きまして、６ページをごらんください。平成３０年度南部町病院事業会計貸借対照表でござ
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います。まず、資産の部。１、固定資産。固定資産につきましては、有形固定資産、建物が一番

大きく、右の列でございますが、固定資産合計３２億３，５０９万７，８９５円でございます。

流動資産を合わせまして、資産の合計、６ページの右の一番下でございますが、３６億３，６

６４万７，４７２円でございます。

次のページ、負債の部でございます。固定負債。企業債の残高、固定負債合計につきましては、

２８億６，３６５万８，２１９円。流動負債、これは当年度分の企業債もありますが、３億９，

８１１万５，４１９円。繰り延べ収益を合わせまして、負債の合計は３５億５，８１７万５，１

６２円でございます。

下の段、資本の部でございます。資本金につきましては、８億３，０７３万８，００９円。剰

余金合わせまして資本の合計、下から２段目でございますが、資本合計は７，８４７万２，３１

０円。合わせまして負債資本合計は一番下でございますが、３６億３，６６４万７，４７２円で

ございます。

続きまして、１０ページをごらんください。病院事業報告書をつけております。

総括でありますが、先ほど来述べてきました上から４行目でございます。入院患者数は、延べ

５万９，９２９人で、１日当たり昨年に比較しまして６人減となりまして、１６４．２人となり

ました。病床利用率では８３％となり、前年度より３ポイントの減となりました。外来患者数は、

前年度比較しまして１１．３人の減となり、１日当たり２１９．６人となりました。

経営状況につきましては、先ほど御説明いたしました５，０３１万４，０００円の純損失が出

ました。

下から６行目、今年度は、昨年度に引き続き、経営の安定化のため企業債償還金に対する一般

会計からの繰り入れを行っていただきましたが、昨年度からの常勤医師の減等を要因に、想像以

上に患者数が減少し、純損失を計上する決算となりました。人口減少による医療需要の縮小等、

医療を取り巻く環境は大きく変わってきていることや、容易に常勤医師を確保することは困難で

あることから今後も厳しい状況は続きますが、職員一丸となりまして経営改善に努めていくとと

もに、「地域住民への安心の提供」という役割を担い、信頼される病院を目指してまいります。

下の表、職員数を付しております。３月３１日現在２４１名の職員を有しております。

１１ページの上のほうには、昨年買わせていただきました医療機器の一覧をつけております。

以下、１２ページ、１３ページは、その他経理に関する事項、１４、１５、１６ページにつき

ましては病院事業会計の明細書、１７ページには固定資産、企業債の明細をつけております。ご

らんいただくよう、お願いいたします。
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以上でございます。御審議よろしくお願いいたします。

続きまして、議案書１２ページをお願いいたします。議案第５７号、平成３０年度南部町在宅

生活支援事業会計決算の認定について。

地方公営企業法第３０条第４項の規定により、平成３０年度南部町在宅生活支援事業会計決算

を別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものでございます。

それでは、別冊お願いいたします。議案第５７号、平成３０年度南部町在宅生活支援事業会計

決算報告書でございます。１ページをお願いいたします。収益的収入及び支出。収入でございま

す。第１款在宅生活支援事業収益でございますが、第１項訪問看護収益、右から３列目でござい

ます。４，３１３万２，４５６円。その下、第２項その他収益合わせまして、在宅生活支援事業

収益合計４，３５５万３，７８２円となりました。

支出でございます。第１款在宅生活支援事業費用、右から３列目でございますが、決算額、こ

れは全て訪問看護費用でございます。４，１８４万２６９円でございました。

２ページをお願いいたします。損益計算書でございます。

１、訪問看護収益。居宅介護収益と訪問看護療養収益、その他収益を合わせまして、４，３５

５万３，４８４円でございます。

２番、訪問看護費用。これは職員の給与、材料費、経費合わせまして、４，１６８万７，５５

２円でございます。

差し引き、訪問看護利益でございますが、一番右に書いております１８６万５，９３２円の利

益でございました。

その他収益、その他費用合わせまして経常利益、下から４行目でございますが、１７１万３，

５１３円、これが当年度純利益となりまして、前年度繰越利益剰余金が２，６１１万８，６７０

円ございましたので、当年度未処分利益剰余金は２，７８３万２，１８３円となりました。

３ページをごらんください。剰余金計算書でございます。一番左、資本金ありません。剰余金

もありません。右のほう、利益剰余金。先ほどの２，７８３万２，１８３円、これがそのまま資

本の合計となります。

下の表の繰越利益剰余金につきましても、同額でございます。

続きまして、４ページ、キャッシュ・フロー計算書でございます。平成３１年３月３１日現在

の現金は一番下、資金期末残高２，３３１万６，３５１円でございます。

続きまして、５ページ、貸借対照表でございます。資産の部でございますが、固定資産はござ

いません。
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先ほどの流動資産２，３３１万６，３５１円と未収金合わせまして、流動資産合計は３，０５

１万３，４８３円でございます。これが資産の合計額となります。

続きまして、６ページをお願いいたします。負債の部でございます。負債の部につきましては、

流動負債２６８万１，３００円ございまして、これが負債の部の合計でございます。

資本の部。資本金、剰余金はございません。

利益剰余金２，７８３万２，１８３円が資本の合計額でありまして、負債と合わせました３，

０５１万３，４８３円が負債資本の合計でございます。

８ページをお願いいたします。事業報告書でございます。

総括。下から、５行からお願いいたします。今年度も訪問回数等業務量、患者・利用者延べ人

数とも増加し、経営的に安定しており、近年の当年度純利益は黒字化を継続しております。特に

当院では、精神科をあわせ持つ公立病院として訪問看護の需要は高いものとなっております。在

宅医療の推進が加速化される中、精神科患者の地域移行・在宅復帰が推進される状況においては、

加えてその増加が見込まれる認知症への対応等、訪問看護・訪問介護の需要はますます増加する

ものと思われ、今後の組織体制の充実強化も引き続き重要な課題であります。

下２つ目、表に今の職員数を書いております。今、６名で対応しておりまして、これ去年１名

ふやさせていただきました。

以下、資料をつけております。ごらんいただきますよう、お願いいたします。

以上、審議方、よろしくお願い申し上げます。

○議長（秦 伊知郎君） 平成３０年度一般会計、特別会計及び企業会計についての報告が終わり

ました。

ここで決算審査の意見書が提出されていますので、審査の結果について仲田代表監査委員の報

告を求めます。

仲田代表監査委員、前でよろしくお願いします。

○監査委員（仲田 和男君） 監査委員の仲田でございます。平成３０年度の審査報告を行います。

お手元の審査意見書をごらんいただきたいと思います。

では、平成３０年度南部町一般会計、特別会計及び企業会計の決算審査意見につきまして、記

載の法令に基づきまして、次のとおり審査意見書を提出いたします。

２ページをお願いいたします。審査の概要でございます。

令和元年６月２５日から８月９日まで、監査委員室におきまして、議会選出の細田委員ととも

に監査を実施いたしました。
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審査の対象は、記載の事業等でございます。

３ページをお願いいたします。審査の方法でございますけども、記載の１から５の観点におき

まして、それぞれの事業におきまして適切な事業運営と予算執行がなされているかを執行部より

説明を受け、審査を実施したところでございます。

４番、審査のため説明を受けた部局、機関でございますけども、町長部局ほか記載の部局でご

ざいます。

第２、審査の結果でございます。

町長より提出された決算書に基づき、歳入歳出、関係諸帳簿及び証拠書類を照合審査した結果、

決算計数はいずれも符合して誤りのないものでございました。また、基金の運用状況を示す書類

の計数につきましても、関係諸帳簿及び証拠書類と符合しており、誤りのないことを認めたとこ

ろでございます。

４ページをお願いいたします。第３、一般会計、特別会計の概要でございますけども、執行部

より説明がありますので、ここは省略いたします。

次に、２、一般会計、特別会計の審査意見でございます。

１、全国的に人口減少が続く中、町民人口の維持は地域の活性化の拡大、さらには地方交付税

等の町財政に与える影響は大きいものがあります。人口減少に対する対策は、町の大きな施策で

あると考えられます。移住定住推進事業、農泊推進事業、観光事業等、交流人口の増加につなが

る施策を推進するとともに、教育、福祉、子育て支援等の社会資本整備の充実を図り、人口確保

に努めていただきたいというところでございます。

はぐっていただいて、②でございます。各地で高齢者による痛ましい事故が多発し、大きな社

会問題となっております。南部町においても同様な危険性を有しております。事故防止として公

共交通機関利用への転換が必要と考えられます。本町における公共交通体制の現状は、地方バス

対策事業、コミュニティバス運行事業等で町民の利便性に対応しておりますが、近年、利用者の

減少が進んでおるところでございます。

町民の公共交通機関利用による事故防止等、高齢社会に対応した新たな施策展開に期待するも

のでございます。

３番。近年、行政サービスが多様化する中で専門職員の配置は必須でございます。慢性的な介

護・福祉、さらには多発する災害等への緊急対応は喫緊の課題であると考えます。専門職員の欠

員による事業実施への影響は住民サービスに直結するため、職員配置について早急な対策を検討

お願いしたいところでございます。
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第４、財政健全化判断比率でございます。町長より提出された基礎資料に基づきまして、健全

化判断比率及び資金不足比率について審査を行いました。概要については、説明は省略いたしま

す。

２番、健全化指標の審査意見でございます。

それぞれの指標につきまして、早期健全化基準内であることを確認したところでございます。

一般会計における単年度実質公債費比率は年次的に低下しておりますが、一方では、企業債の

償還に対する将来負担見込み額は上昇してきております。公営企業会計に対する一般会計からの

繰出金の増加は、町財政の硬直化を招くおそれがあるため、今後も公営企業の事業経営の安定化

を図りつつ、財源確保や事業の効率化、経費節減などの計画的な財政運営に取り組んでいただき

たいと思います。

第５、企業会計でございます。概要につきましては省略いたします。

水道事業会計の審査意見でございます。

水道統合事業により新水源地から安定した水量を確保されており、統合の効果は高く評価でき

るものであります。一方で、既存の滝山水源地においては、地震等により濁りが発生する状況に

あります。将来にわたる水道事業の安定的な供給体制の確立に向け、適切な代替水源地の確保に

努めていただきたいと思います。

２、布設管の老朽更新など維持管理に係る費用は増加しております。収入の将来推計を見通し

た維持管理に努めていただきたいと思います。

２番、病院会計でございます。概要につきましては省略いたします。

７ページをお願いいたします。病院会計の審査意見でございます。

１番、西伯病院は、南部町民の保健、医療及び福祉の拠点として果たす役割は非常に大きいも

のがあります。今後とも町民の安心・信頼に応え、変化する医療ニーズにも機敏に対応できるよ

うな医療行政をお願いしたいと思います。

２番、決算数値から考察される西伯病院の経営改善は急務でございます。入院患者数の減少は

顕著で、医業収益の大幅な減少に大きく影響しております。平成３０年度におきましては、常勤

医師の不足による患者受け入れ態勢が修復できなかったことが一つの要因として上げられており

ます。

平成２８年度に策定された「西伯病院新改革プラン」を早期に見直しをされ、将来を見据えた

実効力のある経営改善に着手をお願いしたいところでございます。

６番、在宅生活支援事業会計でございます。概要につきましては省略いたします。
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２番、審査意見でございます。

居宅介護の利用者数は減少しましたが、訪問看護の利用者数は増加しております。収支の黒字

化が堅調であり、関係者の努力を高く評価するところでございます。高齢化に伴う本事業のニー

ズは増加することが予想されるため、体制強化に取り組まれ、さらに安定したサービス提供が行

われるよう努力をお願いしたいところでございます。以上でございます。

○議長（秦 伊知郎君） 以上で監査報告を終わります。

・ ・

○議長（秦 伊知郎君） お諮りいたします。本日の会議は、会議規則第２５条第２項の規定によ

り、これにて延会したいと思います。これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（秦 伊知郎君） 御異議なしと認めます。よって、本日は、これで延会することに決定い

たしました。

また、明日６日の会議に議事を継続いたします。定刻９時より引き続き議案審議を行う予定で

ありますので、御参集をお願いいたします。本日は長時間御苦労さんでした。

午後４時１４分延会
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